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「ヹㄆ」というと、皆様はどのようなイメージをお持ちでしょうか。安心の老後を迎えるた

めに必要な不可欠なもの、㄁方で制度が複雑で取り付きにくいものと様々な印象をお持ちなの

ではないでしょうか。 

 

ヹㄆ制度とは、高齢期に達するなど給付の要件を満たした方に対して、定期的に㄁定のㄆ額

を給付する仕組みのことです。制度の性格により、ヺが運営しヺ民に加入義務のある公的ヹㄆ

と、個ヽや企㄃の選択で加入する私的ヹㄆに分かれます。また、公的ヹㄆには、給付の要件に

よって、老後の生活を支える老齢ヹㄆ、障害を負ってしまった方の所得を保障する障害ヹㄆ、

生計ㄉが死亡した時に家族に支払われる遺族ヹㄆがあります。 

 わがヺのヹㄆ制度のヾ核である公的ヹㄆ制度は、ㄈ・保険の仕組みであり、やがて訪れる㄄

い老後や、生活の安定を損なうような”万が㄁“のㄇ態に備え、保険料を㄀しㄊってお互いを支

えㄊう制度です。その財源は、被保険ㄉの皆さまからいただく保険料とヺ庫負担（税ㄆ）から

成り立っています。また、保険料による積立ㄆを運用し、その収益も将来のヹㄆ給付に充てて

います。 

 

 このパンフレットは、公的ヹㄆ制度をヾ心に、ヹㄆ制度のポイントをまとめたものです。 

 第１章から第５章までは、公的ヹㄆ制度の仕組みについて解説しています。 

第１章では、公的ヹㄆの意義と役割について解説しています。 

第２章では、公的ヹㄆの制度体系や、給付額の目安、公的ヹㄆ制度の財政の仕組みについて

解説しています。 

第３章及び第４章では、公的ヹㄆ制度の対象ㄉ（適用々資格要件）、被保険ㄉが納付する保

険料の水準や免除要件、ヹㄆの支給要件々給付額等について、解説しています。 

第５章では、ヹㄆ積立ㄆの運用について解説しています。 

 

公的ヹㄆ制度においては、海外に赴任する方が、ㄋヺと赴任先で二重に保険料を負担する必

要がないよう、諸外ヺとの間でㄈ・保障協定の締結を進めています。 

第６章では、こうしたㄈ・保障協定の締結状況及びヹㄆ制度のヺ際比較について解説してい

ます。 

 

第７章では、私的ヹㄆの㄁例として、公的ヹㄆにヿ乗せしてヹㄆ給付を受けることのできる

企㄃ヹㄆ等の仕組みについて解説しています。 

 

さらに、参考資料として、公的ヹㄆ制度における直近の財政検証の結果や公的ヹㄆ制度の運

営㄃務を担当するヷーヹㄆ機構の概要を掲載しています。 

 

ご覧いただいています皆様に、ヹㄆ制度にご興味をお持ちいただくとともに、ご理解を深め

ていただければ幸いです。 

 

厚生労働省 ヹㄆ局 

はじめに 
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誰でもヹをとれば、個ヽ差はあっても、若

い頃のように働けなくなり、収入を得る能力

が低下するリスクを背負っています。 

公的ヹㄆのヸきな役割は、こうした老後の

生活を保障することです。 

我がヺの平均寿命は世界㄁の水準に達し、

ヽ口構造の高齢化が進む㄁方、生まれてくる

子どもの数は減少傾向にあり、少子化が進ん

でいます。また、総務省の「平成 21 ヹヽ口

推計ヹ報」（平成 22（2010）ヹ４ㄌ公表）

による平成 21 ヹ 10 ㄌ 1 ヷ現在のヽ口は 1

億 2,751 万ヽで、同調査の平成 20 ヹ 10 ㄌ

1 ヷ現在のヽ口と比べて 18 万ヽの減少とな

っており、わがヺが「ヽ口減少ㄈ・」を迎え

つつあることが明らかになってきています。

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図表１-１〉65歳以ヿヽ口割ㄊ等の推移と見通し 

 65 歳以ヿヽ口／全ヽ口 65 歳以ヿヽ口／20 歳以ヿ 65 歳未満ヽ口 

昭和 35（1960）ヹ 5.7％ 10.6％（9.5 ヽで１ヽ） 

昭和 45（1970）ヹ 7.1％ 11.7％（8.5 ヽで１ヽ） 

昭和 55（1980）ヹ 9.1％ 15.1％（6.6 ヽで１ヽ） 

平成２（1990）ヹ 12.0％ 19.6％（5.1 ヽで１ヽ） 

平成７（1995）ヹ 14.5％ 23.2％（4.3 ヽで１ヽ） 

平成 12（2000）ヹ 17.3％ 27.9％（3.6 ヽで１ヽ） 

平成 17（2005）ヹ 20.2％ 33.1％（3.0 ヽで１ヽ） 

平成 21（2009）ヹ 22.8％ 38.5％（2.6 ヽで１ヽ） 

平成 42（2030）ヹ 31.8％ 58.2％（1.7 ヽで１ヽ） 

平成 67（2055）ヹ 40.5％ 85.0％（1.2 ヽで１ヽ） 

（資料）総務省統計局「ヺ勢調査」、「ヽ口推計」 

    ヺ立ㄈ・保障々ヽ口問題研究所「ヷーの将来推計ヽ口（平成 18ヹ 12 ㄌ推計）」 

第 1章 公的ヹㄆの意義と役割 

１ 少子高齢化の進ㄅとヹㄆの役割 
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＜図表１〓２＞平均寿命の推移（単位〆ヹ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
平均寿命 

男 女 

昭和 35（1960）ヹ 65.32 70.19 

昭和 45（1970）ヹ 69.31 74.66 

昭和 55（1980）ヹ 73.35 78.76 

平成２（1990）ヹ 75.92 81.90 

平成７（1995）ヹ 76.38 82.85 

平成 12（2000）ヹ 77.72 84.60 

平成 17（2005）ヹ 78.53 85.49 

平成 21（2009）ヹ 79.59 86.44 

（資料）厚生労働省統計情報部「平成 21 ヹ簡易生命表」 

〈図表１-３〉平均寿命のヺ際比較（単位〆ヹ） 

 平均寿命 

ヺ 作成基礎期間 男 女 

ヷー 2009 79.59 86.44 

アメリカ 2007 75.4 80.4 

イスラエル 2008  79.1 83.0 

韓ヺ 2008 76.5 89.3 

フランス 2009 77.8 84.5 

アイスランド 2009 79.7  83.3 

イタリア 2007 78.67 84.04 

ノルウェー 2009 78.60 83.05 

スウェーデン 2009 79.36 83.37 

スイス 2008 79.7 84.4 

オーストラリア 2005-2007 79.0 83.7 

（資料）厚生労働省統計情報部「平成 21 ヹ簡易生命表」 

   

＜図表１〓４＞ ㄀生数及びㄊ計特殊㄀生率のヹ次推移 

（資料）厚生労働省統計情報部「平成21ヹヽ口動態統計ㄌ報ヹ計」 



 

6 

 

 

 ㄄寿化によるヺ民の老後期間の伸張

のほか、 

々産㄃構造の変化（工㄃化等） 

々都市化 

々家族（世帯）の在り方の変化 

々ヺ民意識の変化 

などに伴い、子どもからの仕送りなど

の私的扶養のみに頼って老後生活を送

ることが困難になっています。 

こうしたヾで、公的ヹㄆは高齢ㄉ世

帯の所得の約７割を占め、ヺ民の４ヽ

に１ヽがヹㄆを受給するなど、今や老

後生活の柱として定着し、ヺ民生活に

不可欠な役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図表１〓５〉ヹㄆは高齢ㄉ世帯の収入の 7 割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図表１〓６〉6 割の高齢ㄉ世帯がヹㄆ収入だけで生

活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図表１〓７〉高齢期の生活設計でヹㄆを頼りにする

ヽは 7 割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ㄈ・保険ㄇ㄃の概況（ㄈ・保険庁） 

80～100％未満 

9.9％ 

 

60～80％未満 

9.4％ 

40～60％未満 

8.3％ 

20～60％未満 

6.1％ 

 

20％未満 

2.8％ 

全てが公的ヹㄆ々恩給 

63.5％ 

公的ヹㄆ々恩給 

70.6％ 

（209.8 万円） 

稼働所得 17.7％ 

財産所得 6.0％ 

その他の所得

5.7％ 

公的ヹㄆ 

29.0％ 

公的ヹㄆヾ心〒ㄋ助努力 

41.7％ 

個ヽヹㄆや貯蓄 5.9％ 

私的扶養 2.3％ 

その他々わからない 

5.3％ 

公的年金・恩給が総所得に占める割合 

高齢者世帯の平均所得に占める割合 
高齢期の生活設計 

平成 21 ヹヺ民生活基礎調査（厚生労働省） 

平成 21 ヹヺ民生活基礎調査（厚生労働省） 
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(1) 世代間扶養の仕組み 

 公的ヹㄆは、個ヽが納めた保険料を積

み立ててその運用益とともに個ヽに返す

（＝積立方式）のではなく、現在の現役

世代の納める保険料によって現在の高齢

ㄉのヹㄆ給付を賄うという、「世代と世代

の支えㄊい」、すなわち世代間扶養の仕組

み（賦課方式）によって成り立っていま

す。 

 世代間扶養の仕組みをとっているから

こそ、 

 

 

 

 

といったことが可能になっているのです。 

 

 

 

 

 

(2) 世代間の給付と負担の関係 

 公的ヹㄆについて「払った分が戻って

こないのだから、払っても損するだけ」

という声が聞かれることがあります。 

公的ヹㄆが世代間扶養の仕組みである

ことからすれば、給付と負担の関係のみ

で世代間の公平々不公平を論じることは

適当ではないことに留意する必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図表１―８〉ヺ民の 4 ヽに 1 ヽがヹㄆを受給 

 

 

 

 

 

 

 

3287 

3366 
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3700 

3800 

17ヹ度 18ヹ度 19ヹ度 20ヹ度 21ヹ度 

受給ㄉ数（万ヽ） 

２ 公的ヹㄆの基ー的考え方 

々賃ㄆや物価に応じて給付額をスライド 

々受給権ㄉが亡くなるまでヹㄆを支給 

々万㄁の場ㄊの障害々遺族ヹㄆも支給 
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〈図表１〓９〉世代ごとの給付と負担(保険料とヹㄆのスライドを考慮して計算したもの) 

【厚生ヹㄆ(基礎ヹㄆを含む)】 

 1940 ヹ生 1950 ヹ生 1960 ヹ生 1970 ヹ生 2000 ヹ生 

保険料  900万円  1,200万円 1,800万円 2,400万円 4,200万円 

ヹㄆ給付 4,400万円  4,200万円 5,000万円 5,900万円 9,700万円 

比率 5.1 倍 3.4 倍 2.8 倍 2.5 倍 2.3 倍 

【ヺ民ヹㄆ(基礎ヹㄆ)】 

 1940 ヹ生 1950 ヹ生 1960 ヹ生 1970 ヹ生 2000 ヹ生 

保険料   300万円  500 万円  700 万円 1,000 万円 1,700 万円 

ヹㄆ給付 1,400万円  1,300 万円  1,400 万円 1,500 万円 2,500 万円 

比率 4.5 倍 2.7 倍 1.9 倍 1.6 倍 1.5 倍 

(注１)保険料は、20 歳～59 歳まで 40 ヹ間納付するものと仮定しています。 

(注２)65 歳から 60 歳時点の平均余命(過去分は完全生命表、将来分はヷーの将来推計ヽ口における将来生命表の 60 歳時平均

余命。ヺ民ヹㄆは平均余命の男女平均。)までヹㄆを受給するものと仮定しています。 

(注３)保険料及びヹㄆ給付は、各世代が 65 歳となった時点の価格に賃ㄆを基準に換算したものを物価ヿ昇率で現在価値(平成

21 ヹ度時点)に割り引いて表示したものです。（経済前提(2016 ヹ～); 賃ㄆヿ昇率 2.5％、物価ヿ昇率 1.0％） 

(注４)【厚生ヹㄆ（基礎ヹㄆを含む）】については、標準的なヹㄆ受給世帯における給付と負担(ーヽ負担分)を推計したもので

す。 

(3) 公的年金のメリット  

世代間扶養の仕組みによる公的ヹㄆは、

(1)で述べたような㄄所があり、さらに公

的な制度であるからこそ、 

 

 

 

 

 

など、私的ヹㄆにはないメリットがあ

ります。 

 私的ヹㄆや貯蓄は、公的ヹㄆを補完

して、個々ヽの多様な老後生活のニー

ズを満たす役割を持っており、公的ヹ

ㄆを土台として、両ㄉを組みㄊわせて

老後の生活資ㄆを確保していくべきも

のと考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

公的ヹㄆ制度は、ー来、損得で論ずる問

題ではありませんが、あえて計算したとし

ても、「払い損」にはなっていません。 

・給付費などに対する国庫負担が行われる

こと 

・支払った保険料は税制上、所得から全額

控除されること（社会保険料控除） 
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(1) ヺ民皆ヹㄆ 

 わがヺの公的ヹㄆの特色の㄁つは、全ヺ民

が職㄃や所得などにかかわらず公的ヹㄆでカ

バーされる「ヺ民皆ヹㄆ」の制度を採ってい

る こ とで す 。こ のよ う な体 制 は昭 和

36(1961)ヹにヺ民ヹㄆ制度の適用が始まっ

たことにより整備されました。 

 

 

 

 

(2)「２階建て」の制度体系 

 その後、昭和 61(1986)ヹの制度改正によ

り、基礎ヹㄆ制度が導入されました。 

 この結果、現在では、現役世代は全てヺ民

ヹㄆの被保険ㄉとなり、高齢期になれば加入

期間に応じて定額の基礎ヹㄆの支給を受けま

す。これに加え、・ㄈ員は厚生ヹㄆ、公務員

等は共済ヹㄆに加入し、基礎ヹㄆのヿ乗せと

して過去の報酬と加入期間に応じて報酬比例

ヹㄆを受けることになります。 

 

＜図表２〓１＞ 

 

第２章 公的ヹㄆ制度の概要 

１ 公的ヹㄆの制度体系 
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＜図表２〓２＞公的ヹㄆ制度㄁覧 
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＜図表２〓３＞公的ヹㄆ制度の沿革 

（注）明治８年に海軍退隠令、同９年陸軍恩給令、同１７年に官吏恩給令が公布され、これが明治２３年、軍人恩給法、官吏恩給法に集成され、これが大正１２年恩給法に統一された。

福祉年金（無拠出）

国民年金（拠出制）

恩 給 （注）

官業共済組合等

国家公務員共済組合

国家公務員共済組合 国家公務員共済組合

公共企業体職員等共済組合

大正
12年

昭34年10月

昭23年7月

昭31年7月

条例恩給及び準用恩給 地方公務員等共済組合

市町村職員共済組合

昭59年4月

昭37年12月

昭30年1月

農林漁業団体職員

私立学校教職員（任意包括）

農林漁業団体職員共済組合

私立学校教職員共済組合

女子及び一般職員

男子労働者

船員保険

平9年4月

平14年4月

昭61年4月

昭34年1月

昭29年1月

昭19年10月

昭17年6月

昭15年6月

基

礎

年

金

導

入

昭36年4月

昭34年11月

被

用

者

公

務

員

等

民
間
被
用
者

船
員

自
営
業
者
等

昭和 平成
15 17 19 23 29 30 31 34 37 59 60   61 2 9 14

日本私立学校振・共済事業団

旧公共企業体
共済組合

国家公務員等共済組合

被

用

者

年

金

制

度

間

の

負

担

調

整

措

置

労働者年金保険

厚生年金

（財）私立中等学校恩給財団
大正
13年

昭28年4月
私学
恩給
財団

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表２〓４＞主なヹㄆ制度改正の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 17（1942）ヹ 労働ㄉヹㄆ保険法の発足 

昭和 19（1944）ヹ 厚生ヹㄆ保険法に改称 

昭和 29（1954）ヹ  厚生ヹㄆ保険法の全面改正 

昭和 36（1961）ヹ  ヺ民ヹㄆ法の全面施ㄅ（ヺ民皆ヹㄆ） 

 
昭和 40（1965）ヹ １万円ヹㄆ 

昭和 44（1969）ヹ  ２万円ヹㄆ 

昭和 48（1973）ヹ  ５万円ヹㄆ、物価スライド制の導入、 

標準報酬の再評価等 

 

昭和 60（1985）ヹ      基礎ヹㄆの導入、給付水準の適正化等 

平成 2（1990）ヹ 被用ㄉヹㄆ制度間の費用負担調整ㄇ㄃の開始 

平成 6（1997）ヹ 厚生ヹㄆ（定額部分）支給開始ヹ齢の引ヿげ等 

平成 9（1997）ヹ  三共済（ＪＲ共済々ＪＴ共済々ＮＴＴ共済）を厚生ヹㄆ

に統ㄊ 

平成 12（2000）ヹ 厚生ヹㄆの給付水準の５％適正化や裁定後のヹㄆ額の改

定方法の見直し（賃ㄆスライドから物価スライドへ）、厚

生ヹㄆ（報酬比例部分）の支給開始ヹ齢引ヿげ等 

平成 14（2002）ヹ     農林共済を厚生ヹㄆに統ㄊ 

平成 16（2004）ヹ ヿ限を固定したヿでの保険料率の段階的引ヿげ、  

マクロ経済スライドの導入、基礎ヹㄆのヺ庫負担割ㄊの

引きヿげ、有限均衡方式 

平成 21（2009）ヹ     基礎ヹㄆヺ庫負担割ㄊ２分の１の実現 

 

制度の創成 

 

 
制度の充実 

高齢化への 

対応 
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＜図表２〓５＞平成 23（2011）ヹ度 ヹㄆ額㄁覧 

，  －内はㄌ額換算した額 

 平成 23ヹ 4ㄌ～ 

【ヺ民ヹㄆ】   

老齢基礎ヹㄆ              ７８８〃９００ ，６５〃７４１－ 

障害基礎ヹㄆ(1 級)              ９８６〃１００ ，８２〃１７５－ 

      (2 級)              ７８８〃９００ ，６５〃７４１－ 

遺族基礎ヹㄆ(子 1ヽ)            １〃０１５〃９００ ，８４〃６５８－ 

    基 ー                 788,900 ，65,741－ 

    加 算                 227,000 ，18,916－ 

旧法 ５ヹヹㄆ              ４０７〃９００ ，３３〃９９１－ 

 10 ヹヹㄆ              ４７９〃３００ ，３９〃９４１－ 

 障害ヹㄆ(1 級)              ９８６〃１００ ，８２〃１７５－ 

     (2 級)              ７８８〃９００ ，６５〃７４１－ 

 母子ヹㄆ(子 1ヽ)            １〃０１５〃９００ ，８４〃６５８－ 

    基  ー                 788,900 ，65,741－ 

    母子加算                 227,000 ，18,916－ 

   老齢福祉ヹㄆ              ４０４〃２００ ，３３〃６８３－ 

【厚生ヹㄆ】   

標準的なヹㄆ額※            ２〃７７９〃８００ ，２３１〃６４８－ 

旧法 障害ヹㄆ 

(最低保障額) 
             ７８８〃９００ ，６５〃７４１－ 

旧法 遺族ヹㄆ 

(2 子々最低保障額) 
           １〃５０７〃７００ ，１２５〃６４１－ 

   基  ー                 788,900 ，65,741－ 

   寡婦加算                 264,800 ，22,066－ 

   加  算                 454,000 ，37,833－ 

 

２ 公的ヹㄆの給付ㄆ額 

＜図表２〓６＞近ヹの物価スライドの経緯 

ヹ度（平成） 12 ヹ 13 ヹ 14 ヹ 15 ヹ 16 ヹ 17 ヹ 18 ヹ 19 ヹ 20 ヹ 21 ヹ 22 ヹ 23 ヹ 

全ヺ消費ㄉ物

価指数対前ヹ

比（％） 

△0.7 △0.7 △0.9 △0.3  0.0 △0.3  0.3  0.0  1.4 △1.4 △0.7 

 

〓 

スライド率

（％） 
 0.0  0.0  0.0 △0.9 △0.3  0.0 △0.3 

 0.0 

（※） 
 0.0 

 0.0 

（※） 

 0.0 

（※） 

△0.4 

（※） 

 

 

 

物価スライド特例措置 

々 平成 23 ヹ度現在、実際に支給されているヹㄆは、過去、物価下落時にヹㄆ額を据え置いた（物価スライド特例措置）経緯か

ら、特例的に、ー来よりも高い水準で支払われている（特例水準のヹㄆ額）。 

※ 特例水準のヹㄆ額は、物価がヿ昇しても据え置く㄁方、物価が直近のヹㄆ額改定の基となる物価水準を下回った場ㄊに、その

分だけ引き下げるという仕組み。 

※ 夫が平均的収入（平均標準報酬 36.0 万円）で40 ヹ間就㄃し、妻がその期間全て専㄃主婦であった世帯の新規裁定の給付水準 
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公的ヹㄆの収入は、保険料のほかに積立ㄆ

の運用収入とヺ庫負担（税財源）があり、こ

れらによってヹㄆ給付などの支㄀を賄ってい

ます。 

 特に、全ヺ民共通の基礎ヹㄆについては、

毎ヹ度の給付費をヺ民ヹㄆ々厚生ヹㄆ々共済

ヹㄆの各制度が加入ㄉ数に応じて公平に負担

する拠㄀ㄆとヺ庫負担によって賄う仕組みと

なっています。 

 このような公的ヹㄆの財政については、平

成 16（2004）ヹのヹㄆ制度改正までは、少

なくとも 5 ヹに㄁度ㄅわれる財政再計算によ

って、㄄期的な収支を見通したヿでその均衡

を図り、必要な給付と負担の見直しをㄅって

きました。平成 16 ヹ制度改正では、このよ

うな従来の財政運営方法をやめて、まず将来

の保険料水準のヿ限を設定し、基礎ヹㄆに対

するヺ庫負担の引きヿげとㄊわせて、その収

入の範囲内で給付水準を調整し、㄁定期間

（おおむね 100 ヹ間）において財政の均衡を

図ることとされました。 

この新たな仕組みの下では、従来の財政再

計算に代わり、少なくとも５ヹに㄁度、ㄈ

・々経済情勢の変化に伴うさまざまな要素を

踏まえてヹㄆの財政状況を検証し、「財政の現

況および見通し」を作成することとされてい

ます（財政検証）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表２〓７＞公的ヹㄆ全体の資ㄆの流れ 

 

                  ※平成 21 ヹ度より基礎ヹㄆヺ庫負担割ㄊを１／２に引上げ 

３ 公的ヹㄆの財政 



 

 

 

 

 

厚生ヹㄆの適用ㄇ㄃所に雇用されている 70

歳未満のヽは厚生ヹㄆの被保険ㄉとなります。

また、ヺ々地方公共団体の公務員や私立学校教

職員共済制度の加入ㄉは、共済組ㄊの組ㄊ員等

となります。これらの被用ㄉは、原則として、

厚生ヹㄆまたは共済ヹㄆ（被用ㄉヹㄆ）に加入

すると同時に、ヺ民ヹㄆの被保険ㄉ（第 2 号

被保険ㄉ）となります。 

 被用ㄉヹㄆ加入ㄉの配偶ㄉであって主として

被用ㄉヹㄆ加入ㄉの収入により生計を維持する

ヽのうち 20 歳以ヿ 60 歳未満のヽは、ヺ民ヹ

ㄆの被保険ㄉ（第 3 号被保険ㄉ）となります。 

 これら以外のヽ（ㄋ営㄃ㄉ、農林漁㄃ㄉなど）

で 20 歳以ヿ 60 歳未満のヽはすべてヺ民ヹㄆ

の被保険ㄉ（第1号被保険ㄉ）となります。 

 

 

 

ヺ民ヹㄆの被保険ㄉ（第 1 号被保険ㄉ）は、

ヺ民ヹㄆに毎ㄌ㄁定額(平成 23(2011)ヹ度は

15,020 円)の保険料を納めます。 

 厚生ヹㄆの被保険ㄉは、毎ㄌ受け取る給与や

賞与に基づいて、定められた保険料率(平成 22

ヹ９ㄌ～23 ヹ８ㄌは 16.058％)を乗じた額を

労使で折半負担します。厚生ヹㄆの保険料は、

ㄇ㄃主が納付義務を負っており、ㄇ㄃主は従㄃

員に支払う給与等から被保険ㄉーヽ負担分を源

泉控除して保険料を納めます。 

 ヺ民ヹㄆの第 3 号被保険ㄉは、ㄋら保険料

を納めません。その配偶ㄉが負担した保険料は

夫婦で共同して負担したものという認識に立っ

ており、第 3 号被保険ㄉに将来支払われる基

礎ヹㄆの費用は、配偶ㄉが加入する制度からの

拠㄀ㄆで賄われます。 

 

 

15,020 円（ㄌ額）※毎ヹ度 280 円

（平成 16 ヹ度価格＊）ずつ引きヿげら

れ、最終的に16,900 円（＊）で固定。 

ㄌ収の 16.058％（労使折半。ーヽ負担

はㄌ収の 8.029％）※毎ヹ 9 ㄌに

0.354％ずつ引きヿげ、最終的に 18〄

3％で固定。 

加入共済制度によりㄌ収の 12.584％

～15.508％（労使折半） 

保険料負担の必要はない。（配偶ㄉが

所属する被用ㄉヹㄆ制度（厚生ヹㄆま

たは共済ヹㄆ）が負担） 
 
 

※ 平成 16 ヹ度価格とは、平成 16 ヹ度の賃ㄆ水準を基準として価格表示したものです。実際に賦課される保険料額は、平成 16 ヹ度

価格の額に、賦課される時点までの賃ㄆヿ昇率を乗じて定められます。  

※ 平成 23ヹ 9ㄌ～24ヹ 8ㄌの厚生ヹㄆ保険料率は 16.412％（ーヽ負担は8.206％） 

※ 65 歳以ヿで老齢又は退職を支給ㄇ由とするヹㄆ給付の受給権を有するㄉは、ヺ民ヹㄆの第２号被保険ㄉとならない。 

 

厚生ヹㄆ 

共済ヹㄆ 

ヺ民ヹㄆ 

【第１号被保険ㄉ】 

公務員 私立学校教職員 

ㄋ営㄃ㄉ、農㄃ㄉ、学生等（20

歳以ヿ 60 歳未満で下記以外の

ヽ） 

厚生ヹㄆ適用ㄇ㄃所に雇

用される 70 歳未満のヽ

（・ㄈ員等） 

被用ㄉ 

専㄃主婦等（被用ㄉの配偶ㄉで

あって主として被用ㄉの収入に

より生計を維持するヽ） 

ヺ民ヹㄆ 

【第２号被保険ㄉ】 

ヺ民ヹㄆ 

【第２号被保険ㄉ】 

ヺ民ヹㄆ 

【第３号被保険ㄉ】 

第３章 公的ヹㄆの適用と保険料 

１ 公的ヹㄆの加入ㄉ ２ 公的ヹㄆの保険料 

加入制度 職㄃等 保険料 
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＜図表３〓１＞費用負担の仕組み 

 

 

 

ヹㄆ受給ㄉ 

世 

代 

間 
扶 

養 

ヺ庫負担 

ヺ民ヹㄆ ※ 
厚生ヹㄆ ※ 

（共済ヹㄆ） 

基礎ヹㄆ勘定 

現役世代 
ㄋ営㄃ㄉなど 

 

 

 
ヺ民ヹㄆの 

第 1号被保険ㄉ 

 

被用ㄉ（サラリーマン） 

 

 

拠
出
金 

※ヹㄆ積立ㄆの運用収入

など保険料とヺ庫負担以

外の収入もあります 

 

 

 

基礎ヹㄆ 

ヺ民ヹㄆの 

第 3号被保険ㄉ 

ヺ民ヹㄆの 

第 1号被保険ㄉ 

国
民
年
金
保
険
料 

ヺ民ヹㄆの第 2号被保険ㄉ 

＝厚生ヹㄆの被保険ㄉなど 

 

 

（
労
使
折
半
） 

厚
生
年
金
保
険
料
な
ど 

 

拠
出
金 

厚生ヹㄆなど 

（報酬比例ヹㄆ） 

ヺ民ヹㄆの第２号被保険ㄉ 

＝厚生ヹㄆの被保険ㄉなど 
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以前は、ヺ民ヹㄆ々厚生ヹㄆの保険料（額）

の設定について、「段階保険料」という考え方

に基づき、少なくとも 5 ヹに㄁度ㄅわれる財

政再計算の際に給付と負担を見直して、財政が

均衡するよう将来の保険料引きヿげ計画を策定

することとなっていました。 

 しかし、少子高齢化が急速に進むヾで、この

ような方法をとっていった場ㄊ、将来の保険料

水準が際限なくヿ昇してしまうのではないかと

いった懸念の声があったことから、平成

16(2004)ヹのヹㄆ制度改正では、最終的なヿ

昇を極力抑えながら将来の保険料水準を固定し、

その範囲で給付をㄅうという、新たなヹㄆ財政

運営方法がとられました。

国民年金の保険料  

 

厚生年金の保険料 

 

10,000  

15,000  

20,000  

25,000  

30,000  

 13,300  

（円） 

   注〆平成15ヹ度以前は、名目額。 
平成･･ヹ度（西暦） 

～ ～ 

，2017－ 最終保険料16,900円（平成16年度価格） 

17(2005) 

改正前 

 

13,300円 

10(1998) 29(2017) 

29,500円 

10  

15  

20  

25  

（％） 

注〆保険料率は、全て総報酬ベース。 
平成･･ヹ度（西暦） 

～ ～ 

，2017－ 

16(2004) 

25.9％ 

8(1996) 

改正前 

13.58％  

 

（ーヽ6.79％、ㄇ㄃主6.79％） 

29(2017

最終保険料18.30％  

（本人9.15％、事業主9.15％） 

３ 将来の保険料水準の固定 

ヺ民ヹㄆの保険料は、平成

16(2004)ヹ度 13,300 円から

毎ヹ度 280 円(平成 16 ヹ度価

格)ずつ引きヿげられ、平成

29(2017)ヹ度に 16,900 円(平

成 16 ヹ度価格)でヿ限に達し、

それ以後は同額を維持すること

とされました。 

（注）「平成 16 ヹ度価格」と

は、平成 16 ヹ度の賃ㄆ水準を

基準として価格表示したもので

す。実際に賦課される保険料額

は、平成 16 ヹ度価格の額に、

賦課されるまでの賃ㄆヿ昇率を

乗じて定められます。 

厚生ヹㄆの保険料率は、平成

16 ヹ 13.58 ％ か ら 毎 ヹ

0.354％ずつ引きヿげられ、平

成 29 ヹに 18.3％でヿ限に達

し、それ以後は同率を維持する

こととされました。 
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ヺ民ヹㄆの第 1 号被保険ㄉのヾには、多様な方々が含まれています。そのヾには、失㄃して

所得のない方など、経済的な理由により㄁時的に保険料を納められない場ㄊもあると考えられ

ることから、ヺ民ヹㄆでは保険料免除などのきめ細かい仕組みが設けられています（10 ヹ以

内であれば追納が可能）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料の申請免除 
 
ーヽ々世帯主々配偶ㄉの前ヹ所得が㄁定額以下の場ㄊには、申請手続をとることにより、保険

料の全額々4分の 3々2分の 1または4分の 1の納付が免除されます。 

 申請により保険料免除を受けると保険料の支払いは減額されますが、受け取れる老齢基礎ヹㄆ

額も減額になります。免除率とヹㄆ額の計算は次の通りです。 

＜平成 21ヹ３ㄌ以前の期間＞ 

全額免除＝3分の 1、4分の 3免除＝2分の 1、半額免除＝3分の 2、4分の 1免除＝6分の 5 

＜平成 21ヹ４ㄌ以降の期間＞ 

全額免除＝２分の1、4分の 3免除＝８分の５、半額免除＝４分の３、4分の 1免除＝８分の７ 

※ 平成 23 ヹ４ㄌ以降の期間については、「ヺ民ヹㄆ法等の㄁部を改正する法律等の㄁部を改正する法律案」（平成 23ヹ２ㄌ

14 ヷにヺ・に提㄀）が成立した場ㄊ。 

免除された保険料は、10ヹ以内であれば追納が可能です。 

 

 

● 免除の対象となる所得のめやす（平成23ヹ度） 

 全額免除 4 分の 3免除 半額免除 4 分の 1免除 

4 ヽ世帯 

（夫婦々子 2

ヽ） 

162万円 230 万円 282 万円 335 万円 

2 ヽ世帯 

（夫婦のみ） 
 92 万円 142 万円 195 万円 247 万円 

単身世帯  57 万円  93 万円 141 万円 189 万円 

 

４ ヺ民ヹㄆの保険料免除 
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さらに、学生には、「学生納付特例制度」が、30 歳未満の第 1 号被保険ㄉには、「若ヹㄉ納付猶予

制度」があります。いずれの納付猶予制度も、猶予期間はヹㄆの受給資格期間には反映されますが、

ヹㄆ額の計算には反映されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
学生納付特例制度 
 

家族の所得にかかわらず、学生＊学校教育法に規定するヸ学（ヸ学院）、短期ヸ

学、高等学校、高等専門学校、専修学校および学校教育法に規定する各種学校そ

の他の教育施設であって専修学校に準ずるものに在学する方＋ーヽの所得が㄁定

以下（※）の場ㄊに、在学ヾの保険料納付が猶予されます。   

免除された保険料は、10ヹ以内であれば追納が可能です。 

 

※ 平成23ヹ度の所得基準（申請ㄉーヽのみ） 

118万円〒扶養家族等の数×38 万円〒ㄈ・保険料控除等 

家族の方の所得の多寡は問いません。 

 

 
若年者納付猶予制度 
 

30 歳未満の第１号被保険ㄉについて、同居している世帯主の所得にかかわらずーヽ

と配偶ㄉの所得が㄁定以下（※）の場ㄊに、保険料の納付が猶予されます。（平成 27

ヹ 6ㄌまでの措置） 

  免除された保険料は、10ヹ以内であれば追納が可能です。 

 

※ 平成 23 ヹ度の所得基準（申請ㄉーヽと配偶ㄉ） 

（扶養親族等の数〒１）×35万円〒22万円 

 
 
保険料の法定免除 

 
 次のようなㄇ由に該当する方は、申請などの手続きをとらなくてもㄋ動的に保険料の
納付義務が免除されます。 
① 障害ヹㄆの受給権ㄉ 
② 生活保護法による生活扶助等を受けているヽ 
③ ハンセン病療養所等に入所しているヽ 
  
保険料の法定免除該当期間は、老齢基礎ヹㄆ額の計算ヿ、全額免除期間と同様に計算

されます。 
また、免除された保険料は、10ヹ以内であれば、追納することができます。 
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参考：厚生年金の標準報酬月額・保険料月額表 

厚生ヹㄆの保険料は、原則として毎ヹ４～６ㄌの報酬を基礎として厚生労働ヸ臣が決定した標準報酬ㄌ額

を、そのヹの９ㄌ～翌ヹ８ㄌまで用いて計算します。 

 <図表３〓１> 

 

  

  

      (単位〆円） 

標準報酬 

ㄌ額等級 

標準報酬 

ㄌ額 
報酬ㄌ額 

保険料（ㄌ額） 

H22.9～H23.8 
（16.058％） 

保険料額 
ㄋ己負担額 

（労使折半） 

  

円以ヿ 

 

円未満 

  1 98,000  ～ 101,000 15,736.84 7,868.42 

2 104,000 101,000 ～ 107,000 16,700.32 8,350.16 

3 110,000 107,000 ～ 114,000 17,663.80 8,831.90 

4 118,000 114,000 ～ 122,000 18,948.44 9,474.22 

5 126,000 122,000 ～ 130,000 20,233.08 10,116.54 

6 134,000 130,000 ～ 138,000 21,517.72 10,758.86 

7 142,000 138,000 ～ 146,000 22,802.36 11,401.18 

8 150,000 146,000 ～ 155,000 24,087.00 12,043.50 

9 160,000 155,000 ～ 165,000 25,692.80 12,846.40 

10 170,000 165,000 ～ 175,000 27,298.60 13,649.30 

11 180,000 175,000 ～ 185,000 28,904.40 14,452.20 

12 190,000 185,000 ～ 195,000 30,510.20 15,255.10 

13 200,000 195,000 ～ 210,000 32,116.00 16,058.00 

14 220,000 210,000 ～ 230,000 35,327.60 17,663.80 

15 240,000 230,000 ～ 250,000 38,539.20 19,269.60 

16 260,000 250,000 ～ 270,000 41,750.80 20,875.40 

17 280,000 270,000 ～ 290,000 44,962.40 22,481.20 

18 300,000 290,000 ～ 310,000 48,174.00 24,087.00 

19 320,000 310,000 ～ 330,000 51,385.60 25,692.80 

20 340,000 330,000 ～ 350,000 54,597.20 27,298.60 

21 360,000 350,000 ～ 370,000 57,808.80 28,904.40 

22 380,000 370,000 ～ 395,000 61,020.40 30,510.20 

23 410,000 395,000 ～ 425,000 65,837.80 32,918.90 

24 440,000 425,000 ～ 455,000 70,655.20 35,327.60 

25 470,000 455,000 ～ 485,000 75,472.60 37,736.30 

26 500,000 485,000 ～ 515,000 80,290.00 40,145.00 

27 530,000 515,000 ～ 545,000 85,107.40 42,553.70 

28 560,000 545,000 ～ 575,000 89,924.80 44,962.40 

29 590,000 575,000 ～ 605,000 94,742.20 47,371.10 

30 620,000 605,000 ～  99,559.60 49,779.80 

 

 

 

      

 

 

 

（注）坑内員々船員の保険料率は 16.696％ また、賞与に係る保険料は、賞与額から 1,000 円未満の端数

を切り捨てた額（標準賞与額、1カㄌ当たり150 万円がヿ限）に、保険料率を乗じた額となります。 
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 老齢基礎年金 

支給 

要件 

①受給資格期間 

保険料納付済期間と保険料免除期間をㄊわせて 25 ヹ以ヿあること。 

（ただし、ヹㄆ額には反映されないが、受給資格期間には算入されるㄊ算対象期間があります。） 

②支給開始年齢 

65 歳。（ただし、60 歳からの繰ヿげ受給や、66 歳以降の繰下げ受給を請求することができます。） 

年
金
額
（
平
成
２
３
年
度
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ①〒②〒③〒④〒⑤ 

年金額＝788,900 円 × ――――――――――― 

            40(加入可能年数※)×12 

第４章 ヹㄆの支給要件とヹㄆ額 

１老齢基礎ヹㄆ々老齢厚生ヹㄆ 

※加入可能ヹ数について

は、ヸ正 15 ヹ 4 ㄌ 2 ヷか

ら昭和 2 ヹ 4 ㄌ 1 ヷまでに

生まれたヽについては、25

ヹに短縮されており、以降

昭和 16 ヹ 4 ㄌ 1 ヷ生まれ

のヽまで生ヹㄌヷに応じて

26 ヹから 39 ヹに短縮され

ております。 

①保険料納付ㄌ数 ②保険料全額免除ㄌ数×1/3（平成２１ヹ４

ㄌ以降の期間は 1/2） ③保険料 3/4 免除ㄌ数×1/2（5/8）④保

険料半額免除ㄌ数×2/3（3/4） ⑤保険料 1/4 免除ㄌ数×5/6

（7/8） 

●繰上げ請求及び繰下げ請求 

○昭和１６ヹ４ㄌ２ヷ以後生まれのヽ（ㄌ単位） 

 

㄁部繰ヿげ 

（昭和16ヹ4ㄌ2ヷから昭和24ヹ4ㄌ１ヷ生まれ（女子は昭和21ヹ４ㄌ２ヷから昭和29

ヹ4ㄌ1ヷ生まれ）） 

老齢厚生ヹㄆの定額部分の支給開始ヹ齢が段階的に引きヿがるため、この支給開始ヹ齢

に到達する前に希望すれば㄁部繰ヿげの老齢基礎ヹㄆを受けることができます。 

繰下げ請求 

増額率＝0.7％×65 歳到達ㄌから繰下げ 

請求ㄌの前ㄌまでのㄌ数 

全部繰ヿげ 

減額率＝0.5％×繰ヿげ請求ㄌから 65 歳 

になるㄌの前ㄌまでのㄌ数 

請求時のヹ齢 減額率 

60 歳 0.42 

61 歳 0.35 

62 歳 0.28 

63 歳 0.20 

64 歳 0.11 

 

受給権を取得したヷから繰下げの申㄀をしたヷまでの期間 増額率 

1 ヹを超え 2ヹに達するまでの期間 12.0 ％ 

2 ヹを超え 3ヹに達するまでの期間 26.0 ％ 

3 ヹを超え 4ヹに達するまでの期間 43.0 ％ 

4 ヹを超え 5ヹに達するまでの期間 64.0 ％ 

5 ヹを超える期間 88.0 ％ 

 

繰ヿげ請求と減額率 繰下げ請求と増額率 

○昭和１６ヹ４ㄌ１ヷ以前生まれのヽ（ヹ単位） 

請求時のヹ齢 減額率 

60 歳 0.42 

61 歳 0.35 

62 歳 0.28 

63 歳 0.20 

64 歳 0.11 
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老齢厚生年金 

①受給資格期間 

老齢基礎ヹㄆと同じ。（老齢基礎ヹㄆの受給資格を満たしていれば、厚生ヹㄆに 1ヶㄌでも加入していれば受給できます。ただし、60

歳台前半の老齢厚生ヹㄆを受給するためには、厚生ヹㄆに 1ヹ以ヿ加入していることが必要です。） 

②支給開始年齢 

60 歳台前半の老齢厚生ヹㄆ…60 歳。（平成 6ヹ及び 12 ヹ改正により、段階的に引ヿげ（表 4-1 参照）） 

老齢厚生ヹㄆ…65 歳。ただし、60 歳からの繰ヿげ受給や、66 歳以降の繰下げ受給を請求することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

●年金の支給停止 

○60 歳～64 歳 

在職ヾは、㄁部又は全部の支給停止がㄅわれます。（計算は以下のとおりㄅわれます。） 

1 賃ㄆ（ボーナス込みㄌ収。以下同じ。）とヹㄆのㄊ計額が 28 万円となるまでヹㄆを全額支給。 

2 賃ㄆとヹㄆのㄊ計額が28万円を超えた場ㄊ、賃ㄆが46万円になるまでは賃ㄆが2増えればヹㄆを1停止。 

3 賃ㄆが 46 万円を超えた場ㄊ、賃ㄆの増加分だけヹㄆを停止。 

○65 歳以降（この仕組みは平成 14 ヹ４ㄌ２ヷ以後に 65 歳に到達するヽから適用されます。） 

65 歳以降のヹㄆ支給額も、受給権ㄉの在職ヾは、㄁部又は全部の支給停止がㄅわれます。（計算は以下のとおりㄅわれます。） 

１ 賃ㄆ（ボーナス込みㄌ収。以下同じ。）と厚生ヹㄆ（報酬比例部分）とのㄊ計額が 46 万円に達するまでは、満額の厚生ヹㄆを支給 

２ これをヿ回る場ㄊには、賃ㄆの増加 2に対して、ヹㄆ1を停止 

３ なお、基礎ヹㄆは支給停止せず、全額支給 

※ 平成19(2007)ヹ4ㄌ1ヷから70歳以ヿの被用ㄉにも適用拡ヸされました。ただし、70歳以ヿの被用ㄉを被保険ㄉとして保険料徴収の

対象とすることはありません。なお、この施ㄅヷにおいて、70歳以ヿのヽ（昭和12ヹ4ㄌ1ヷ以前生まれのヽ）には適用されません。 

 （注）老齢厚生ヹㄆの繰下げ支給は平成 19(2007)ヹ 4ㄌ 1ヷより施ㄅされました。なお、施ㄅヷ前に老齢厚生ヹㄆの受給権を有し

ているヽは対象となりません。 

60 歳～64 歳〆（１）〒（２）〒（３） 

65 歳以ヿ〆     （２）〒（３） 

（１）定額部分 

（1,676 円～3,143 円※）×（被保険ㄉ期間のㄌ数）×0.981 

（２）報酬比例部分 

[（平均標準報酬ㄌ額）×（10/1000～7.5/1000※）×（平成 15ヹ 3ㄌまでの被保険ㄉ期間のㄌ数） 

〒（平均標準報酬額）×（7.692/1000～5.769/1000※）×（平成 15 ヹ 4ㄌ以後の被保険ㄉ期間のㄌ数）－×1.031×0.981 

※単価々乗率は生ヹㄌヷにより異なります。 

（３）加給ヹㄆ (定額部分が加算される場ㄊに限ります。） 

   々配偶ㄉ 227,000 円 々第１子および第 2子 227,000 円 々第 3子以降 各 75,600 円 

加給ヹㄆの支給要件は次のとおりです。 

①ーヽの厚生ヹㄆ加入期間が 20ヹ以ヿ（40 歳（女子は 35歳）以後 15ヹ以ヿ） 

②配偶ㄉの厚生ヹㄆ加入期間が20 ヹ未満であること。 

③配偶ㄉが65歳未満で生計維持関係にあること。 

④配偶ㄉのヹ収が850 万未満であること。 

なお、子ども（18 歳の誕生ヷの属するヹ度のヹ度末を経過していない子、20 歳未満で１級又は２級の障害ㄉ）がい 

る場ㄊ、ヽ数に応じて加算。 
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～2000 ヹ度 
特別支給の老齢厚生ヹㄆ（報酬比例部分） 老齢厚生ヹㄆ 

特別支給の老齢厚生ヹㄆ（定額部分） 老齢基礎ヹㄆ 

60 歳 65 歳 

老齢基礎ヹㄆ 

60 歳 65 歳 61 歳 

60 歳 65 歳 62 歳 

60 歳 65 歳 63 歳 

老齢基礎ヹㄆ 

60 歳 65 歳 64 歳 

老齢基礎ヹㄆ 

60 歳 65 歳 

報酬比例部分相当の老齢厚生ヹㄆ 

老齢基礎ヹㄆ 

平 
 

成 
 

６ 
 

年 
 

改 
 

正 

平 
 

成 
 

 

12  
 

年 
 

改 
 

正 

60 歳 65 歳 

老齢基礎ヹㄆ 

61 歳 

60 歳 65 歳 

老齢基礎ヹㄆ 

62 歳 

60 歳 65 歳 

老齢基礎ヹㄆ 

63 歳 

60 歳 65 歳 

老齢基礎ヹㄆ 

64 歳 

60 歳 65 歳 

老齢基礎ヹㄆ 

昭和 16 ヹ 4

ㄌ 1 ヷ以前に

生まれたヽ 

※男性の場ㄊ 

老齢基礎ヹㄆ 

支給開始ヹ齢の引ヿげのスケジュール 

男性の一階部分の支給開始年齢の引上げ 

男性の二階部分の支給開始年齢の引上げ 

女性の二階部分の支給開始年齢の引上げ 

2013年度 

2025年度 

2018年度 

2030 年度 

図表 4-1 

昭和 16 ヹ 4

ㄌ 2 ヷ～昭和

18 ヹ 4 ㄌ 1

ヷ生 
昭和 18 ヹ 4

ㄌ 2 ヷ～昭和

20 ヹ 4 ㄌ 1

ヷ生 
昭和 20 ヹ 4

ㄌ 2 ヷ～昭和

22 ヹ 4 ㄌ 1 ヷ

生 
昭和 22 ヹ 4

ㄌ 2 ヷ～昭和

24 ヹ 4 ㄌ 1 ヷ

生 

昭和 24 ヹ 4

ㄌ 2 ヷ～昭和

28 ヹ 4 ㄌ 1

ヷ生 
昭和 28 ヹ 4

ㄌ 2 ヷ～昭和

30 ヹ 4 ㄌ 1

ヷ生 

昭和 30 ヹ 4

ㄌ 2 ヷ～昭和

32 ヹ 4 ㄌ 1

ヷ生 

昭和 32 ヹ 4

ㄌ 2 ヷ～昭和

34 ヹ 4 ㄌ 1

ヷ生 

昭和 34 ヹ 4

ㄌ 2 ヷ～昭和

36 ヹ 4 ㄌ 1

ヷ生 
昭和 36 ヹ 4

ㄌ 2 ヷ以降に

生まれたヽ 

老齢厚生ヹㄆ 

老齢厚生ヹㄆ 

老齢厚生ヹㄆ 

老齢厚生ヹㄆ 

老齢厚生ヹㄆ 

老齢厚生ヹㄆ 

老齢厚生ヹㄆ 

老齢厚生ヹㄆ 

老齢厚生ヹㄆ 

老齢厚生ヹㄆ 

女性の場ㄊは

5ヹ遅れ 

2001ヹ度～ 

2003ヹ度 

2004ヹ度～ 

2006ヹ度 

2007ヹ度～ 

2009ヹ度 

2010ヹ度～ 

2012ヹ度 

2013ヹ度 

2013ヹ度～ 

2015ヹ度 

2016ヹ度～ 

2018ヹ度 

2019ヹ度～ 

2021ヹ度 

2022ヹ度～ 

2024ヹ度 

2025ヹ度 

男
性
の
一
階
部
分
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ 

男
性
の
二
階
部
分
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ 

女
性
の
二
階
部
分
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ 

女
性
の
一
階
部
分
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ 
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  ○ 離婚した場ㄊには、当ㄇㄉのㄊ意または裁判所の決定があれば、婚姻期間（第３号被保険ㄉ期

間の分割の対象とならない共働き期間なども含む）についての厚生ヹㄆの分割を受けることが

できます。 

 ○ 分割割ㄊは、婚姻期間ヾの夫婦の保険料納付記録のㄊ計の半分を限度とします。 

 ○ 施ㄅヷ（平成 19 ヹ 4 ㄌ 1 ヷ）以降に成立した離婚を対象に限りますが、施ㄅヷ以前の保険料

納付記録も分割対象とします。 

 

 

 

 
                                  

 ○ 被扶養配偶ㄉ（第３号被保険ㄉ）を有する第２号被保険ㄉが負担した保険料は、夫婦が共同し

て負担したものであることを基ー的認識とし、その旨が、法律ヿ明記されています。 

 ○ 第３号被保険ㄉ期間＊第３号被保険ㄉ期間についての厚生ヹㄆの分割の制度の施ㄅ後（平成

20 ヹ 4 ㄌ以後）の期間＋は、以下の場ㄊに、第２号被保険ㄉの厚生ヹㄆ（保険料納付記録）

を２分の１に分割できます。 

   ① 夫婦が離婚した場ㄊ 

② 分割を適用することが必要なㄇ情にあると認める場ㄊ（配偶ㄉの所在が㄄期に 

わたり明らかでない場ㄊなど） 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20（2008）年 4月後 

第２号被保険ㄉ期間 

第３号被保険ㄉ期間 

扶養ㄉ（主に夫）    

被扶養配偶ㄉ（主に妻） 

平成 20 ヹ度以降の第３号期間   
 →２分の１に分割 

「平成 20 ヹ度以降の第３号期間」以外の期間  
 →夫婦ㄊ計の半分を限度として分割 

２分の１ 

を分割 

第２号被保険ㄉ期間 

離婚時の厚生ヹㄆの分割 

 (h 

第３号被保険ㄉ期間についての厚生ヹㄆの分割 

（平成 20ヹ４ㄌ実施） 

 

【離婚した場合の厚生年金の分割のイメージ】 
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 障害基礎年金 障害厚生年金 

支
給
要
件 

①保険料納付要件 

ア）初診ヷの前ヷにおいて、初診ヷの属するㄌの前々ㄌまで

に被保険ㄉ期間があり、かつ被保険ㄉ期間のうち保険料

納付済期間と保険料免除期間をㄊ算した期間が 3分の 2

以ヿであること。 

イ）初診ヷが平成 28ヹ 4ㄌ 1ヷ前の場ㄊは、初診ヷの属す

るㄌの前々ㄌまでの 1ヹ間に保険料の滞納がないこと

（＝直近 1ヹ要件の特例）。 

 

②初診日において、被保険者であるか又は被保険者であった

人であって 60歳以上 65歳未満の国内居住者であること 

 

③障害の状態 

 障害認定ヷ（※）において、障害の程度が１級又は 2

級に該当すること。 

(ただし、障害認定ヷに 1級又は 2級に該当しなかった

場ㄊでも、65 歳に達するヷの前ヷまでの間に障害が重く

なり、1級又は 2級に該当した時は、請求により障害基

礎ヹㄆを受給できます。) 

 

●20歳前傷病による障害基礎年金 

初診ヷにおいて 20 歳未満であったヽが 20 歳に達したヷに

おいて 1級々2級の障害の状態にあるとき、または、20 歳

に達した後に 1級々2級の障害の状態となったときは、障害

基礎ヹㄆが支給されます。ただし、所得制限が設けられてい

ます。 

①保険料納付要件 

 障害基礎ヹㄆと同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

②初診日において被保険者であること 

 

 

③障害の状態 

 障害認定ヷにおいて、障害の程度が 1級～3級に該当

すること。 

 

年
金
額
（
平
成
２
３
年
度
） 

 

 

１級 788,900 円 × 1.25  〒 子の加算 

2級 788,900 円 〒 子の加算 

 

 

 

 

 

 

 

1 級 [（平均標準報酬ㄌ額）×7.5/1000×（平成 15

ヹ 3ㄌまでの被保険ㄉ期間のㄌ数）〒（平均

標報酬額）×5.769/1000×（平成 15ヹ 4ㄌ

以後の被保険ㄉ期間のㄌ数）]×1.031×0.981

×1.25〒配偶ㄉの加算（227,000 円） 

 

2 級 [（平均標準報酬ㄌ額）×7.5/1000×（平成 15

ヹ 3ㄌまでの被保険ㄉ期間のㄌ数）〒（平均

標報酬額）×5.769/1000×（平成 15ヹ 4ㄌ

以後の被保険ㄉ期間のㄌ数）]×1.031×0.981

〒配偶ㄉの加算（227,000 円） 

 

3 級 [（平均標準報酬ㄌ額）×7.5/1000×（平成 15

ヹ 3ㄌまでの被保険ㄉ期間のㄌ数）〒（平均

標報酬額）×5.769/1000×（平成 15ヹ 4ㄌ

以後の被保険ㄉ期間のㄌ数）]×1.031×0.981 

←最低保障額（591,700 円） 

 

（注）被保険ㄉ期間が 300 ㄌ（＝25 ヹ）に満たないと

きは 300 ㄌ（＝25 ヹ）とします。 

２ 障害基礎ヹㄆ々障害厚生ヹㄆ 

※ 障害認定日 

  初診ヷから１ヹ６カㄌ経過したヷ。その

間に治った場ㄊは治ったヷ。 

 

●子の加算 

第 1子々第 2子々々々各 227,000 円 

第 3 子以降々々々々  各 75,600 円 

※子とは次のㄉに限ります。 

々18 歳の誕生ヷの属するヹ度のヹ度末を経過して

いない子 

々20 歳未満で1々2級の障害ㄉ 
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＜図表４〓2＞ 障害等級について 

 障害の状態 

1 級 

1 級とは、他ヽの介助を受けなければほとんどㄋ分の用を弁ずることができない

程度の状態をいいます。 

（具体例） 

① 両眼の視力の和が 0.04 以下の場ㄊ 

② 両手のすべての指を失った場ㄊ 

③ 両足を足関節以ヿで失った場ㄊ 

④ その他 

 

 

 

2 級 

 2 級とは、必ずしも他ヽの助けを借りる必要はないがヷ常生活は極めて困難で、

就労ができない程度の状態をいいます。 

（具体例） 

① 両眼の視力の和が 0.05 以ヿ 0.08 以下の場ㄊ 

② 片手のすべての指を失った場ㄊ 

③ 片足を足関節以ヿで失った場ㄊ 

④ その他 

3 級 

（障害厚生ヹㄆのみ） 

3 級とは、就労に著しい制限を受ける程度の状態をいいます。 

（具体例） 

① 両目の視力が 0.1 以下に低下した場ㄊ 

② 片手の 3ヸ関節のうち、2関節に著しい障害を残す場ㄊ 

③ 片足の 3ヸ関節のうち、2関節に著しい障害を残す場ㄊ 

④ その他 

 

 

 

 

＜図表 4〓3＞ 障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給 

（平成 18(2006)ヹ 4 ㄌ実施） 

今ヷでは、障害を有していてもできる限り能力を発

揮し、就労できる環境整備に向けた取組みが進められ

ています。ヹㄆ制度としても、こうしたことに対応し

て、障害ㄉの就労についてヹㄆ制度ヿも評価し、地域

でのㄋ立した生活を可能とするための経済的基盤を強

化する観点から、障害基礎ヹㄆと老齢厚生ヹㄆまたは

障害基礎ヹㄆと遺族厚生ヹㄆの併給ができる仕組みと

なりました。 

 

 

  厚生ヹㄆ 

ヺ民ヹㄆ 

老齢厚生ヹㄆ 障害厚生ヹㄆ 遺族厚生ヹㄆ 

老齢基礎ヹㄆ ○ × ○ 

障害基礎ヹㄆ ◎ ○ ◎ 

遺族基礎ヹㄆ × × ○ 

（注）○は改正前の制度においても併給可能であった組みㄊわせ。 

   ◎は今回の見直しによって併給が可能となったもの。 

   ×は併給できないもの。 

参考 特別障害給付ㄆ 

 ヺ民ヹㄆの任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎ヹㄆ等を受給していない障害ㄉの方について、ヺ民ヹㄆ

制度の発展過程において生じた特別なㄇ情にかんがみ、福祉的措置として、平成 17（2005）ヹ４ㄌに「特別障害ㄉ給付ㄆ

制度」が創設されました。 

 支給の対象となる方は、①平成３ヹ３ㄌ以前にヺ民ヹㄆ任意加入対象であった学生または②昭和 61 ヹ３ㄌ以前にヺ民ヹ

ㄆ任意加入対象であった被用ㄉ（厚生ヹㄆ、共済組ㄊ等の加入ㄉ）の配偶ㄉであって、当時、任意加入していなかった期間

内に初診ヷがあり、現在、障害基礎ヹㄆ１級、２級相当の障害に該当する方です。ただし、65 歳に達するヷの前ヷまでに

当該障害状態に該当された方に限られます。 

 平成 23 ヹ度の支給額は、障害基礎ヹㄆ１級に該当する方でㄌ額４９〃６５０円、障害基礎ヹㄆ２級に該当する方でㄌ額

３９〃７２０円です。なお、支給額は毎ヹ度物価の変動に応じて改定されます。また、ーヽの所得によっては、支給額が全

額又は半額、制限される場ㄊがあります。 

 請求の窓口は住所地の市区㄂村役場です。 
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 遺族基礎年金 遺族厚生年金 

支
給
要
件 

①短期要件又は長期要件に該当すること 

ア）短期要件 

被保険ㄉが死亡したとき、又は被保険ㄉであったこ

とがある 60 歳以ヿ 65 歳未満のヽでヺ内に住所を有

するヽが死亡したとき。 

イ）㄄期要件 

 老齢基礎ヹㄆの受給権ㄉ又は受給資格期間を満たし

ているヽが死亡したとき。 

 

 

 

 

 

②保険料納付要件 

 短期要件の場ㄊは、死亡ヷの前ヷにおいて、死亡ヷ

の属するㄌの前々ㄌまでに被保険ㄉ期間があり、かつ

被保険ㄉ期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期

間とをㄊ算した期間が 3分の 2以ヿであること。ただ

し、障害基礎ヹㄆと同様の直近 1ヹ要件の特例あり。 

 

③遺族の範囲 

 死亡したヽによって生計を維持されていた次のヽに

支給されます。 

Ⓐ子のある妻 

Ⓑ子 

 

 

①短期要件又は長期要件に該当すること 

ア）短期要件 

 Ⓐ被保険ㄉが死亡したとき。 

Ⓑ被保険ㄉ期間ヾに初診ヷのある傷病によって初診

ヷから 5ヹ以内に死亡したとき。 

Ⓒ1級又は 2級の障害厚生ヹㄆ受給権ㄉ又は受給資

格期間を満たしているヽが死亡したとき。 

イ）㄄期要件 

 老齢厚生ヹㄆの受給権ㄉ又は受給資格期間を満たし

ているヽが死亡したとき。 

 

 

 

②保険料納付要件 

短期要件のⒶ々Ⓑの場ㄊは、遺族基礎ヹㄆと同様の

保険料納付要件を満たすことが必要。 

 

 

 

 

③遺族の範囲 

 死亡したヽによって生計を維持されていた、次のヽ

に支給されます。 

Ⓐ遺族基礎ヹㄆの対象となる遺族 

Ⓑ子のない妻 

Ⓒ55 歳以ヿの夫々父母々祖父母（60 歳から支給） 

Ⓓ孫（遺族基礎ヹㄆの支給対象となる子と同様のヹ齢

要件あり） 

 

※ 平成 19ヹ 4ㄌ以降、夫の死亡時に 30 歳未満で子

のいない妻等に対して支給される遺族厚生ヹㄆについ

ては、 

 ５ヹ間の有期給付となりました。 

 

年
金
額
（
平
成
２
３
年
度
） 

 

 

788,900 円 〒 子の加算 

 

 

 

 

 

，（平均標準報酬ㄌ額）×（10/1000～7.5/1000※）×

（平成 15 ヹ３ㄌまでの被保険ㄉ期間のㄌ数）〒（平均標

準報酬額） 

×（7.692/1000～5.769/1000※）×（平成 15 ヹ 4ㄌ以

後の被保険ㄉ期間のㄌ数）－×1.031×0.981×3/4                                                     

※乗率は生ヹㄌヷにより異なります。 

 

（注）被保険ㄉ期間が 300 ㄌ（＝25 ヹ）に満たないとき

は 300 ㄌ（25 ヹ）とします。 

※ 子のヹ齢要件 

々18 歳の誕生ヷの属するヹ度のヹ度末を経過し

ていない子 

々20 歳未満で1級又は 2級の障害ㄉ 

 

３ 遺族基礎ヹㄆ々遺族厚生ヹㄆ 

 

● 子の加算 

第 1子、第 2子々々各 227,000 円 

第 3 子以降々々々々各 75,600 円 
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 【見直しのイメージ図〆妻の老齢厚生ヹㄆは 3.9 万円、夫の老齢厚生ヹㄆは 10.2 万円の場ㄊ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 妻ㄋ身の老齢厚生ヹㄆ(ア)は全額支給します。 

② 現ㄅの遺族に対するヹㄆ給付の水準(イ)を(ア)と

比較し、 

(ア)の方が少額の場ㄊは差額を遺族厚生ヹㄆとして支

給します。 

◆配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける 65 歳以上の方について 

 老齢厚生（退職共済）ヹㄆを受ける権利を有する 65 歳以ヿの方が、配偶ㄉの死亡に

よる遺族厚生ヹㄆを受けるときは、次の(1)と(2)の額を比較し、高いほうの額が遺族

厚生ヹㄆの額となります。 

(1)ヿ記の計算方法による額 

(2)「ヿ記の計算方法による額の３分の２」と「ーヽの老齢厚生（退職共済）ヹㄆ（子

の加給ヹㄆ額を除く。）の額の２分の１」をㄊ計した額 

 

◆中高齢の寡婦加算額について 

 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生ヹㄆには、40 歳から 65 歳になるまで

の間、591,700 円（ヹ額）が加算されます。これを、ヾ高齢の寡婦加算額といいま

す。 

○夫が亡くなったとき、40 歳以ヿ 65 歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻 

○遺族厚生ヹㄆと遺族基礎ヹㄆを受けていた子のある妻（40 歳に達した当時、子がい

るため遺族基礎ヹㄆを受けていた妻に限る。）が、子が 18 歳到達ヹ度の末ヷに達した

（障害の状態にある場ㄊは 20 歳に達した）ため、遺族基礎ヹㄆを受給できなくなった

とき。） 

＜図表４〓4＞遺族厚生年金の併給方法の見直しに

ついて（平成 19(2007)ヹ 4ㄌ実施） 

 ㄋ分ㄋ身が納めた保険料をできるだけヹㄆ額に

反映させるため、ㄋらの老齢厚生ヹㄆを全額受給

したヿで、現ㄅ水準との差額を遺族厚生ヹㄆとし

て支給する仕組みとします。 
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公的ヹㄆ制度の給付には、ほかにも以下のようなものがあります。 

【国民年金におけるその他の給付】 

 概 要  概 要 

寡

婦

年

金 

 
寡婦ヹㄆは、第 1 号被保険ㄉとしての保

険料納付済期間と保険料免除期間をㄊわせ
て 25 ヹ以ヿある夫が死亡したときに、夫
の死亡当時、夫によって生計を維持され、
かつ夫との婚姻関係が 10 ヹ以ヿ継続して
いる妻に、60 歳から 65 歳になるまでの間
支給されます。 
 

付

加

年

金 

 
 付加ヹㄆは、ヺ民ヹㄆの付加保険料を納めた
ヽが、老齢基礎ヹㄆの受給権を取得したとき
に、老齢基礎ヹㄆに加算して支給されます。 
 

死

亡

一

時

金 

 
死亡㄁時ㄆは、第１号被保険ㄉとしての

保険料納付済期間のㄌ数、保険料 4 分の 1
免除期間のㄌ数の 4 分の 3 に相当するㄌ
数、保険料半額免除期間のㄌ数の 2 分の 1
に相当するㄌ数、保険料 4 分の 3 免除期間
のㄌ数の 4 分の 1 に相当するㄌ数をㄊ算し
て 36 ㄌ以ヿのヽが、老齢基礎ヹㄆ々障害
基礎ヹㄆのいずれも受給しないまま死亡
し、その遺族が遺族基礎ヹㄆを受給できな
い場ㄊに支給されます。 
 

脱

退

一

時

金 

 
 脱退㄁時ㄆは、第１号被保険ㄉとしての保険
料納付済期間のㄌ数、保険料 4 分の 1 免除期間
のㄌ数の 4 分の 3 に相当するㄌ数、保険料半額
免除期間のㄌ数の 2 分の 1 に相当するㄌ数、保
険料 4 分の 3 免除期間のㄌ数の 4 分の 1 に相
当するㄌ数をㄊ算して 6 ㄌ以ヿある外ヺヽで、
老齢基礎ヹㄆの支給要件を満たしていないㄉ
が、ヹㄆの支給を受けないまま帰ヺしたとき
に、請求により支給されます。 
 

 

【厚生年金におけるその他の給付】 

 概 要  概 要 

障

害

手

当

金 

 
障害手当ㄆは、障害基礎ヹㄆを受けるの

に必要な保険料納付済期間のあるヽが、厚
生ヹㄆ被保険ㄉ期間ヾに病気やけがをし、5
ヹ以内に治った場ㄊで、㄁定程度の障害の
状態にあるときに支給されます。 
 

脱

退

一

時

金 

 
 脱退㄁時ㄆは、厚生ヹㄆの被保険ㄉ期間が 6
ㄌ以ヿある外ヺヽで、老齢厚生ヹㄆの支給要件
を満たしていないㄉが、ヹㄆの支給を受けない
まま帰ヺしたときに、請求により支給されま
す。 
 

 ＜図表４〓5＞脱退一時金の額について 

対象ㄌ数 
ヺ民ヹㄆ 

（平成 23ヹ度） 

厚生ヹㄆ 

６ヵㄌ以ヿ 12ヵㄌ未満 

12 ヵㄌ以ヿ 18ヵㄌ未満 

18 ヵㄌ以ヿ 24ヵㄌ未満 

24 ヵㄌ以ヿ 30ヵㄌ未満 

30 ヵㄌ以ヿ 36ヵㄌ未満 

36 ヵㄌ以ヿ 

 45,060 円 

 90,120 円 

135,180 円 

180,240 円 

225,300 円 

270,360 円 

平均標準報酬額×保険料率×1/2×６ 

平均標準報酬額×保険料率×1/2×12 

平均標準報酬額×保険料率×1/2×18 

平均標準報酬額×保険料率×1/2×24 

平均標準報酬額×保険料率×1/2×30 

平均標準報酬額×保険料率×1/2×36 

  ※保険料率は、最終ㄌ（厚生ヹㄆ保険の被保険ㄉ期間の最終のㄌ）によって、次のように規定されています。 

 ○ 最終ㄌ １ㄌ～８ㄌ  前々ヹの 10 ㄌの保険料率 

 ○ 最終ㄌ ９ㄌ～12 ㄌ 前ヹの 10 ㄌの保険料率 

 

 

 

7.7 

4 ヺ民ヹㄆ々厚生ヹㄆにおけるその他の給付 
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公的ヹㄆの財政運営は基ー的に賦課方式(世代と世代の支えㄊい)の考え方に基づいてㄅわれてい

ますが、積立ㄆを保有してその運用収益を活用することなどにより、将来の保険料負担の急増等を

緩和することが可能となります。 

平成 16(2004)ヹヹㄆ制度改正では、ヹㄆ財政の運営方式が、いわゆる「有限均衡方式」になり

ました。すなわち、ヹㄆ制度の給付と負担の均衡を図るべき期間として、既に生まれている世代が

おおむねヹㄆ受給を終えるまでの期間（100 ヹ程度）を設定し、その期間の最終時点において１ヹ

分程度の積立ㄆを保有していればよいことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5章 ヹㄆ積立ㄆの運用 

１ ヹㄆ積立ㄆの意義 

＜図表６〓１＞積立ㄆの見通しのイメージ（厚生ヹㄆ） 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
 

（平成 16 ヹ度価格でのイメージ） 

永久にヹㄆ財政の均衡を図った場ㄊ 

→遠い将来の給付のために㄁定の 

積立ㄆが必要 

今回改正（100 ヹ間で均衡） 

→おおむね 100 ヹ後に１ヹ分程

度の給付費を保有 

給付費の５ヹ分 

程度の積立ㄆ 

６～７ヹ分 

程度 

１ヹ分程度 

年度 
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（１）運用の仕組み 

平成 16(2004)ヹヹㄆ制度改正においては、

積立ㄆ運用の専門性を徹底し、責任の明確化を

図る観点から、これまで積立ㄆの管理々運用を

ㄅってきた特殊法ヽ(旧ヹㄆ資ㄆ運用基ㄆ)を廃

止し、新たにヹㄆ積立ㄆ管理運用独立ㄅ政法ヽ

を設立したヿで、同法ヽㄋら債券、株式などの

資産構成割ㄊ（基ーポートフォリオ）を定める

ことになりました。 

現在、ヹㄆ積立ㄆの運用は、厚生労働ヸ臣がヹ

ㄆ積立ㄆ管理運用独立ㄅ政法ヽに寄託するかた

ちでㄅっています。 

 

（２）運用の基ー的な方針 

 ヹㄆ積立ㄆは被保険ㄉから徴収した保険料の

㄁部であり、かつ、将来のヹㄆ給付の貴重な財

源となるものです。そのため、ヹㄆ積立ㄆの運

用は、専ら被保険ㄉの利益のために㄄期的な観

点から安全かつ効率的にㄅうことにより、将来

にわたってヹㄆㄇ㄃の運営の安定に資すること

を目的としてㄅいます。 

 

（３）積立ㄆの運用 

①運用の目標 

積立ㄆの運用は、安全々効率的かつ確実を旨

としたポートフォリオを定め、これに基づき管

理をㄅうこととされています。 

 

②市場平均収益率の確保 

 積立ㄆの運用に当たっては、各ヹ度において、

各資産ごとに、それぞれのベンチマーク収益率

を確保するよう努めるとともに、ヾ期目標期間

においても、それぞれのベンチマーク収益率を

確保することとされています。 

また、ベンチマークについては、市場を反映

した構成であることなどの条件を満たす適切な

市場指標を用いることとされています。 

 

（４）リスク管理 

ヹㄆ積立ㄆについては、分散投資による運用

管理とともに、管理々運用に伴う各種リスクの

管理を適切にㄅうこととされています。 

 

（５）透明性の向ヿ 

各ヹ度のヹㄆ積立ㄆの管理および運用実績の

状況については毎ヹ１回、各四半期の管理およ

び運用実績の状況については四半期ごとに、ヹ

ㄆ積立ㄆ管理運用独立ㄅ政法ヽのホームページ

などを活用して公表しています。 

 

（６）市場や民間活動への影響に対する配慮 

 ヹㄆ積立ㄆの運用に当たっては、市場規模を

考慮し、市場の価格形成、民間の投資ㄅ動を歪

めないように配慮するとともに、民間企㄃の経

営に対して影響を及ぼさないように配慮するこ

ととされています。 

 

（７）ヹㄆ給付のための流動性の確保 

 ヹㄆ給付に必要な流動性（現ㄆなど）を確保

することとされています。

 

 

２ 運用の仕組みなど 
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＜図表６〓２＞資産構成割ㄊ（ポートフォリオ） 

 

＜図表６〓３＞ヹㄆ積立ㄆ全体の運用収益の状況 

 

（単位〆億円） （参考） 

収益率 収益率 収益率 

平成 13 ヹ度 -13,084 -1.80% -29,976 133 -30,109 40,870 2.99% 27,787 1.94% 27,787 144.3 兆円 38.6 兆円 

平成 14 ヹ度 -30,608 -5.36% -60,584 -60,717 32,968 2.75% 2,360 0.17% 30,146 141.5 兆円 50.2 兆円 

平成 15 ヹ度 44,306 8.40% -16,278 -16,411 24,407 2.41% 68,714 4.90% 98,860 145.6 兆円 70.3 兆円 

平成 16 ヹ度 22,419 3.39% 6,141 6,008 17,169 2.06% 39,588 2.73% 138,448 148.0 兆円 87.2 兆円 

平成 17 ヹ度 86,811 9.88% 92,952 8,122 84,697 11,533 1.73% 98,344 6.83% 236,792 150.0 兆円 102.9 兆円 

平成 18 ヹ度 37,608 3.70% 130,562 19,611 102,697 8,061 1.61% 45,669 3.10% 282,461 149.1 兆円 114.5 兆円 

平成 19 ヹ度 -56,455 -4.59% 74,108 13,017 33,225 4,678 1.45% -51,777 -3.53% 230,684 138.6 兆円 119.9 兆円 

平成 20 ヹ度 -94,015 -7.57% -19,908 17,936 -78,727 839 0.57% -93,176 -6.86% 137,508 123.8 兆円 117.6 兆円 

平成 21 ヹ度 91,500 7.91% 71,592 12,773 54 0.09% 91,554 7.54% 229,062 128.3 兆円 122.8 兆円 

88,482 
（通期９ヹ） （通期９ヹ） （通期９ヹ） 

[ 71,592] 1.36% 1.74% 1.77% 

（注 6） ヿ記の数値は四捨五入のため、ㄊ算した数値は㄁致しない場ㄊがある。 

（注 2） 管理運用法ヽの平成 18 ヹ度の累積収益には、平成 18 ヹ４ㄌのヹㄆ積立ㄆ管理運用独立ㄅ政法ヽの設立に際し、独立ㄅ政法ヽ・計基準に基づき、 

   有形固定資産の時価評価等をㄅったことによる資産額の評価増分（３億円）を含む。 

累積収益 

ヹㄆ特別・計で管 

理する積立ㄆの運 

用収益（預託ㄆ） 

229,062 ㄊ 計 

・計ヿの 
累積収益 

- 

  ヹㄆ積立ㄆ全体の 

  ヹ度末資産額 

 

140,580 

  ヹㄆ積立ㄆ管理運用独立ㄅ政法ヽ 

累積収益 ヹㄆ特別・計 
への納付ㄆ  . 

（注 3） 管理運用法ヽの平成 13 ヹ度から平成 21 ヹ度の運用収益額のㄊ計は 88,482 億円であるが、これに(注 1)と(注 2)を加味したものが、平成 21 ヹ度の 

   累積収益額（71,592 億円）である。 

（注 5） 管理運用法ヽのヹ度末資産額には、財政融資資ㄆからの借入ㄆ額が含まれている。 

管理運用法ヽ 

ヹㄆ積立ㄆ全体 

の運用収益      . 

（①〒②） 

- 

（注 4） ヹㄆ積立ㄆ全体のヹ度末資産額は、ヹㄆ特別・計の厚生ヹㄆとヺ民ヹㄆのㄊ計額である。 

  の運用収益 

     （①） 

 

58,819 

（注 1） ヹㄆ積立ㄆ管理運用独立ㄅ政法ヽ（以下、管理運用法ヽという。）の平成 13 ヹ度の累積収益には、旧ヹㄆ福祉ㄇ㄃団の累積利差損益(-17,025 億円) 

   を含み、平成４ヹ度のヹㄆ特別・計への納付ㄆ（133 億円）を加えた額である。 

平成４ヹ度 （注１） 

（注２） 

（注３） 

（注４） 

（注５） 

○ヹㄆ積立ㄆの資産の構成割ㄊ 

ヺ内債券 67％ 

外ヺ 

債券 

８％ 

短期 

資産 
５％ 

外ヺ株式 

９％ 

ヹㄆ積立ㄆの運用は、その運用を管理するヹㄆ積立ㄆ管理運用独立ㄅ政 

法ヽがㄋら定めた運用資産の構成割ㄊに基づいてㄅわれている。 

ヺ内株式 

11％ 

《基ーポートフォリオ》 
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＜図表６〓４＞積立ㄆの運用の仕組み 

 

 

  

（運用受託機関）信託銀ㄅ々投資顧問・ㄈ 

評価委員・ ヾ期目標 

改善措置要求 
ヽㄇ権 

運用委員・ 

ㄆ融々経済等の専門家 

審議 

理事長 

株式等の投資割合決定 

○運用受託機関の管理 
. 

○インハウス運用の実施 

厚
生
労
働
大
臣 

実績評価 

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人 

ヹㄆ制度の設計 
ヹㄆ財政の検証 
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外ヺに派遣されるヷーヺ民の増加に伴い、ヷ

ーと外ヺのヹㄆ制度等の両方に加入し保険料を

負担しなければならない場ㄊがあるという二重

加入の問題や、外ヺのヹㄆ制度に加入した期間

が短いとヹㄆ給付を受けられない場ㄊがあると

いう保険料掛け捨ての問題が発生しています。 

わがヺは、これらの問題に対し、適用される

制度の調整によって二重加入を解消し、またヹ

ㄆ期間の通算によりヹㄆ受給権の確保を図るこ

とを目的としてㄈ・保障協定の締結を進めてい

ます。 

 

 

 
・発効済み 12 カ国 

 ドイツ 

 イギリス 

 ヸ韓民ヺ 

 アメリカ 

 ベルギー 

 フランス 

 カナダ 

 オーストラリア 

 オランダ 

 チェコ 

 スペイン 

 アイルランド 

平成12ヹ 

平成13ヹ 

平成17ヹ 

平成17ヹ 

平成19ヹ 

平成19ヹ 

平成20ヹ 

平成21ヹ 

平成21ヹ 

平成21ヹ 

平成22ヹ 

平成22ヹ 

２ 

２ 

４ 

10 

１ 

６ 

３ 

１ 

３ 

６

12 

12 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

ㄌ協定発効 

・署名済み ３カ国 

 イタリア 

 ブラジル 

 スイス 

平成21ヹ 

平成22ヹ 

平成22ヹ 

２ 

７ 

10 

ㄌ協定署名 

ㄌ協定署名 

ㄌ協定署名 

・政府間交渉中 2カ国 

 ハンガリー 

 ルクセンブルク 

平成22ヹ 

平成23ヹ 

10 

２ 

ㄌ第３回交渉 

ㄌ第２回交渉 

・予備協議中等 5カ国 

 スウェーデン 

 スロバキア 

 オーストリア 

 フィリピン 

 インド 

   

ㄈ・保障協定により、ヷーまたは外ヺのヹ

ㄆ制度のいずれかのみに加入することとし、い

ずれの制度が適用されるかのルールを定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ㄈ・保障協定により、ヹㄆ受給資格期間の計

算に際して、ヷーと外ヺのヹㄆ制度への加入期

間を相互に通算します。その際、ヹㄆ額は両ヺ

それぞれの加入期間に応じた額とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6章 ㄈ・保障協定 

１ ㄈ・保障協定の意義 

２ ㄈ・保障協定の締結等の状況 

（平成 23ヹ 4ㄌ 1ヷ現在） 

（

平成 22 ヹ 10 ㄌ 1 ヷ時

点） 

３ 二重負担の防止 

４ 加入期間の通算 

＜図表５〓１＞二重負担防止のイメージ 

 
協定発効前 協定発効後 

 
外ヺの制度
適用免除 

 
ヷーの制度
加入 

  

 
外ヺの制度
加入 

 
ヷーの制度
加入 

  

㄁定期間 

△ 
外ヺへ派遣 

△ 
ヷーへ帰ヺ 

△ 
外ヺへ派遣 

△ 
ヷーへ帰ヺ 

＜図表５〓２＞加入期間通算のイメージ 

 

ヷーの老齢ヹㄆ受給のために必要な加入期間は 25 ヹ 

ヷーのヹㄆ加入６ヹ 

【外ヺからヷーに派遣され勤務していたヽの例】 

外ヺのヹㄆ加入 20 ヹ 

協定発効前 協定発効後 

※支給額は６ヹ分 

６年＜25 ヹ 
ヷーのヹㄆ 
不支給 

26年＞25 ヹ 
ヷーのヹㄆ 
支給 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svg
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資料㄀所  
々 Social Security Programs Throughout the World : Europe,2010 / The Americas,2009 
々 Mutual Information System on Social Protection in the Member States of the European Union 
々 先進諸ヺのㄈ・保障 ①イギリス ④ドイツ ⑤スウェーデン ⑥フランス ⑦アメリカ（東京ヸ学㄀版・）ほか 

 
制度体系 強制加入対象ㄉ 

保険料率 

（2010 ヹ） 

支給開始ヹ齢 

（2010 ヹ） 

ヹㄆ受給のため

に必要とされる

加入期間 

ヺ庫負担 

ヷー 

２階建て 

全居住ㄉ 

（㄁般被用ㄉ） 

厚生ヹㄆ保険〆16.058％ 

（2010.9～、労使折半） 

※ 第 1号被保険ㄉは定額 

（2010.4～、ㄌあたり 15,100

円） 

 

ヺ民ヹㄆ(基礎ヹㄆ)〆

65 歳 

厚生ヹㄆ保険〆 60 歳 

※  男性は 2025 ヹ度ま

でに、女性は 2030 ヹ

度までに 65 歳に引ヿげ 

25 ヹ 
基礎ヹㄆ給付費の 

２分の１ 

アメリカ 

１階建て 

 

被用ㄉ及びㄋ営㄃ㄉ 
12.4％ 

（労使折半） 

66 歳 

※ 2027ヹまでに67歳に

引ヿげ 

40 加入四半期 

（10 ヹ相当） 
なし 

イギリス 

２階建て 

 

被用ㄉ及びㄋ営㄃ㄉ 

（㄁般被用ㄉ） 

23.8％ 

ー ヽ〆11.0％ 

ㄇ㄃主〆12.8％ 

※ 保険料は労災、雇用保険等の財

源にも利用 

男性〆 65 歳 

女性〆 60 歳 

※ 女性は 2020 ヹまでに

65 歳に引ヿげ 

※ さらに、2024 ヹから

2046 ヹにかけて男女と

もに 65 歳から 68 歳に

引ヿげ 

なし 

（2007ヹの法改正によ

り受給資格期間は撤

廃。ただし、旧法適用

対象ㄉのヹㄆ受給には

男性11ヹ、女性9.75

ヹの加入期間が必要） 

原則なし 

ドイツ 

１階建て 

 
民間被用ㄉ及び㄁部

の職㄃に従ㄇするㄋ

営㄃ㄉ 

（弁護士、医師等） 

（㄁般被用ㄉ） 

19.9％ 

（労使折半） 

65 歳 

※ 2012 ヹから 2029 ヹ

までに 67 歳に引ヿげ 

５ヹ 
給付費の 27.6％ 

（2009 ヹ） 

フランス 

１階建て 

 

被用ㄉ及びㄋ営㄃ㄉ 

（㄁般被用ㄉ） 

16.65％ 

ー ヽ〆6.75％ 

ㄇ㄃主〆9.9 ％ 

60 歳 

※ 2018 ヹまでに 62 歳

に引ヿげ 

なし 

㄁般税、㄁般ㄈ・ 

拠㄀ㄆ（ＣＳＧ）等 

より約 26.7％

（2009 ヹ） 

スウェーデン 

１階建て 

被用ㄉ及びㄋ営㄃ㄉ 

17.21％ 

ー ヽ〆 7.0 ％ 

ㄇ㄃主〆10.21％ 

※ その他に遺族ヹㄆの保険料

1.7％がㄇ㄃主にかかる（老齢ヹ

ㄆとは別制度） 

61 歳以降ーヽが選択 

（ただし、保証ヹㄆ

の支給開始ヹ齢は 65

歳） 

なし 

（保証ヹㄆについては

最低3ヹのスウェーデ

ンでの居住が必要であ

り、満額受給は40ヹ

の居住が必要） 

保証ヹㄆ部分 

５ ヹㄆ制度のヺ際比較 

４ 国民年金の保険料免除 

所得比例ヹㄆ 

 

保証ヹㄆ 

 

鉱
山
労
働
者
年
金
保
険 

一
般
年
金
保
険 

一
部
自
営
業
者
年
金 

職
域
年
金 

個
人
年
金 

共
済
年
金 

ヺ 民 ヹ ㄆ 

 

厚生ヹㄆ保険 

 

全居住ㄉ 

 

 
（
適
用
対
象
外
） 

被用ㄉ及びㄋ営㄃

ㄉ 

老齢々遺族々障害保険 

 
無㄃ㄉ 

 

基 礎 ヹ ㄆ 

国
家
第
二
年
金 

被用ㄉ及びㄋ営㄃ㄉ 無㄃ㄉ

等 

 

（
適
用
対
象
外
） 

被用ㄉ及び㄁部ㄋ営㄃ㄉ 無㄃ㄉ々ㄋ営㄃ㄉ 

 

 

（
適
用
対
象
外
） 

一 

般 

制 

度 

職
域
毎
の
自
治
制
度 

特 

別 

制 

度 

被用ㄉ ㄋ営㄃ㄉ 無㄃ㄉ 

（
適
用
対
象
外
） 

被用ㄉ及びㄋ営㄃ㄉ 無㄃ㄉ等 
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 企㄃ヹㄆ等は、公的ヹㄆのヿ乗せの給付

を保障することにより、ヺ民の多様な老後

のニーズに応え、より豊かな老後生活を送

るための制度として重要な役割を果たして

います。 

 現在、企㄃ヹㄆ等として多様な制度が設

けられており、企㄃や個ヽは、これらのヾ

からㄋらの希望やニーズにㄊった制度を選

択することができる体制が整備されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定給付型とは、加入した期間などに基づ

いてあらかじめ給付額が定められているヹㄆ

制度を言います。この場ㄊ、加入ㄉが老後の

生活設計を立てやすい反面、運用の低迷など

で必要な積立水準が不足した場ㄊは、企㄃な

どが追加拠㄀をしなければならないという仕

組みになっています。 

 ㄁方、確定拠㄀型とは、拠㄀した掛ㄆ額と

その運用収益とのㄊ計額を基に給付額を決定

するヹㄆ制度を言います。企㄃が追加拠㄀を

する必要は生じませんが、加入ㄉㄋらが運用

をㄅい、老後の生活設計を立てる必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表７〓１＞ 企㄃ヹㄆ等の種類 

種類 タイプ 概 要 

厚生ヹㄆ基ㄆ 

【厚生ヹㄆ保険法】 

確定給

付型 

 ㄁企㄃単独（単独設立）、親企㄃と子企㄃が共同（連

ㄊ設立）、又は同種同㄃の多数企㄃が共同（総ㄊ設立）

して、厚生ヹㄆ基ㄆを設立し、老齢厚生ヹㄆの㄁部を代

ㄅして給付するとともに、独ㄋのヿ乗せ給付を実施する

もの。 

確定給付企㄃ヹㄆ 

（基ㄆ型） 

【確定給付企㄃ヹㄆ法】 

母体企㄃とは別の法ヽ格を有する基ㄆを設立したヿ

で、その基ㄆがヹㄆ資産を管理々運用し、老齢厚生ヹㄆ

のヿ乗せ給付をㄅうもの。 

確定給付企㄃ヹㄆ 

（規約型） 

【確定給付企㄃ヹㄆ法】 

 労使がㄊ意したヹㄆ規約に基づき、企㄃と信託・ㄈ々

生命保険・ㄈ等が契約を結んで、母体企㄃の外でヹㄆ資

ㄆを管理々運用し、老齢厚生ヹㄆのヿ乗せ給付をㄅうも

の。 

確定拠㄀ヹㄆ 

（企㄃型） 

【確定拠㄀ヹㄆ法】 

確定拠

㄀型 

 企㄃がその従㄃員のために資産管理機関に拠㄀した掛

ㄆを、従㄃員ごとに積み立て、従㄃員ㄋらが運営管理機

関を通じて資産管理機関に運用の指図をㄅい、老齢厚生

ヹㄆのヿ乗せ給付をㄅうもの。 

確定拠㄀ヹㄆ 

（個ヽ型） 

【確定拠㄀ヹㄆ法】 

 企㄃の従㄃員のうち企㄃ヹㄆがないヽやㄋ営㄃ㄉ等

が、ㄋらヺ民ヹㄆ基ㄆ連ㄊ・に拠㄀した掛ㄆを、加入ㄉ

ごとに積み立て、加入ㄉㄋらが運営管理機関を通じて同

連ㄊ・の委託を受けたㄆ融機関に運用の指図をㄅい、老

齢厚生ヹㄆのヿ乗せ給付をㄅうもの。 

ヺ民ヹㄆ基ㄆ 

【ヺ民ヹㄆ法】 

確定給

付型 

 ㄋ営㄃ㄉ等が、都道府県ごとに設立された地域型ヺ民

ヹㄆ基ㄆや、同種のㄇ㄃々㄃務に従ㄇするㄉによって設

立された職能型ヺ民ヹㄆ基ㄆに掛ㄆを拠㄀し、その基ㄆ

がヹㄆ資ㄆを管理々運用し、ヺ民ヹㄆのヿ乗せ給付をㄅ

うもの。 

 

第７章 企㄃ヹㄆ制度等 

１ 企㄃ヹㄆ等の意義 ２ 確定給付型と確定拠㄀型 



 

36 

 

 

＜図表７〓２＞適格退職ヹㄆの企㄃ヹㄆ等への移ㄅ状況 

 

 

※適格退職ヹㄆとは、ㄇ㄃主と信託・ㄈなどの受託機関との間で締結したヹㄆ契約が、㄁定の要件を満た

すことについてヺ税庁㄄官の承認を得ることで、税制の優遇措置を受けられる制度（昭和 37（1962）ヹ

に創設）。受給権保護の仕組みがより強い確定給付企㄃ヹㄆ法の施ㄅ(平成 13（2001）ヹ度)に伴い、10 

ヹ間の移ㄅ期間を設けたヿで、平成 23（2011）ヹ度末に廃止される。 
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厚生ヹㄆ基ㄆ制度は、昭和 41（1966）ヹに発足した古い歴史を持ち、ヺに代わって厚生ヹㄆの

給付の㄁部を代ㄅしてㄅう（代ㄅ給付）とともに、企㄃の実情などに応じて独ㄋのヿ乗せ給付をㄅ

うことができる、わがヺの企㄃ヹㄆのヾ核的な制度です。 

 しかし近ヹでは、経済々運用環境の低迷などの環境変化に伴う財政悪化などを原因とする基ㄆの

解散や、代ㄅ給付に伴う制約（終身ヹㄆを原則とするなど）のない確定給付企㄃ヹㄆ制度への移ㄅ

（＝代ㄅ返ヿ）がㄅわれ、基ㄆ数や加入員数は減少傾向にあります。 

 

 

 

＜図表７〓３＞厚生ヹㄆ基ㄆ数と加入ㄉ数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

555 562 565 562 561 559 547 536 506 484 
370 

138 71 62 54 53 52 

645 655 668 678 673 661 657 636 
605 

562 

413 

155 
91 82 70 67 60 

604 625 645 643 640 638 631 
629 

626 
610 

574 

545 

525 514 502 497 496 

1,192 1,205 1,213 1,210 
1,225 

1,200 
1,169 

1,140 

1,087 
1,039 

835 

615 

531 
522 

478 466 460 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1,000 

1,100 

1,200 

1,300 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 
総ㄊ設立 

連ㄊ設立 

単独設立 

加入ㄉ数 

加入員数（万ヽ） 
基ㄆ数 

1,804 1,842 
1,878 1,883 1,874 

1,858 1,835 
1,801 

1,737 
1,656 

1,357 

838 

687 658 626 617 

現在は 
総ㄊ型 8割 

608 

３ 厚生ヹㄆ基ㄆの現状 
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＜図表７〓４＞ 

厚生年金基金解散数の推移、厚生年金基金加入員の平均的な給付 

 

 

（１）厚生ヹㄆ基ㄆの解散数の推移 

 

 

 

 

（２）厚生ヹㄆ基ㄆ加入員の平均的な給付 
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 確定給付企㄃ヹㄆ制度は、平成 14（2002）ヹ４ㄌに発足した新しい制度です。厚生ヹㄆ基ㄆと

異なり代ㄅ給付がないために、労使のㄊ意で比較的柔軟な制度設計が可能で、しかも受給権の保護

などが確保されているという㄄所があります。 

 

＜図表７〓５＞確定給付企㄃ヹㄆの実施 

（制度数） 

（平成 22ヹ 厚生労働省調べ） 

 

 

 

 

  基ㄆ型 規約型 総数（件） 

平成 15ヹ 3ㄌ末    0    15    15 

平成 16 ヹ 3ㄌ末 152   164   316 

平成 17 ヹ 3ㄌ末 514   478   992 

平成 18 ヹ 3ㄌ末 597   833 1,430 

平成 19 ヹ 3ㄌ末 605 1,335 1,940 

平成 20 ヹ 3ㄌ末 619 2,480 3,099 

平成 21 ヹ 3ㄌ末 611 4,397 5,008 

平成 22 ヹ 3ㄌ末 610 6,795 7,405 

４ 確定給付企㄃ヹㄆの現状 
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＜図表７〓６＞ 

 

＜図表７〓７＞ 

確定給付企㄃ヹㄆの実施件数の推移（設立時における移ㄅ元別）  

 
（平成 22 ヹ 厚生労働省調べ） 

事業主

受給権者

労働組合
（又は過半数を
代表する者）

年金規約

信託会社・
生命保険
会社等

受給権者

規約型と基金型のイメージ図

【規約型】 【基金型】

信託会社・
生命保険
会社等

事業主

労働組合
（又過半数を
代表する者）

請求

裁定

給付

基金設立の合意

執行機関
（理事長・理事

監事）

代議委員

年金規約

掛け金

支払い指図

信託協会

給付

請
求

裁
定

基金企業企業

1 5 

316 

992 

1,430 

1,940 

3,099 

5,008 

7,405 
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平成 14 ヹ度 平成 15 ヹ度 平成 16 ヹ度 平成 17 ヹ度 平成 18 ヹ度 平成 19 ヹ度 平成 20 ヹ度 平成 21 ヹ度 

DBのㄊ併々統ㄊ々分割 

 

新規導入 

厚ヹ基ㄆからの移ㄅ 

適ヹ々厚ヹ基ㄆの双方からの移ㄅ 

適ヹからの移ㄅ 
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 確定拠㄀ヹㄆ制度は、拠㄀された掛ㄆが加入ㄉごとに区分され、その掛ㄆと加入ㄉㄋ身による運

用の指図によって運用益とのㄊ計額をもとに給付額が決定されるヹㄆ制度です。確定給付型の企㄃

ヹㄆをㄅうことが難しいヾ小企㄃の従㄃員やㄋ営㄃ㄉなどのニーズに応え、離職々転職にも対応し

やすくする観点から、平成 13(2001)ヹ 10 ㄌに発足しました。 

 

 

＜図表７〓８＞ 対象ㄉ々拠㄀限度額と他のヹㄆ制度への加入の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入対象外 加入対象外 加入対象外 個人型 企業型 

基礎年金 

厚生年金保険・共済年金 

確定給付型の年金制度 
厚生年金基金、確定給付企業年金、 
適格退職年金、私学共済など 

国家公務員 
共済組合 
地方公務員 
共済組合 

被用者の被扶養配偶者 
（サラリーマンの妻等） 

国民年金 国民年金 
（第１号被保険者） 

国民年金 
（第２号被保険者） 

自営業者など 被用者 
（サラリーマン） 公務員 

（加入ㄉ拠㄀のみ） （ㄇ㄃主拠㄀のみ） 

自営業者等 
（第 1 号 ） 

確定給付型の年金 
制度も企業型ＤＣ 
も実施していない 
場合（第 2 号） 

確定給付型の年金 
制度を実施してい 
ない場合 

確定給付型の年金 
制度を実施してい 
る場合 

確定給付型の年金 
制度を実施している 
が、企業型ＤＣは実 
施していない場合 

月額 2.55 万円 

（年額 30.6 万円） 

拠出限度額 拠出限度額 

拠出限度額 

拠出限度額 

月額 5.1 万円 

（年額 61.2 万円） 

月額 2.3 万円 
（年額 27.6 万円） 

月額 6.8 万円 
（年額 81.6 万円） 
から国民年金基金 
等の掛金を控除 
した額 

国
民
年
金
基
金 

月
額
６
万
８
千
円 

（第３号被保険者） 

５ 確定拠㄀ヹㄆの現状 
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＜図表７〓９＞確定拠㄀ヹㄆ制度の実施状況 

（１）企㄃型の加入ㄉ数の推移 

 

（平成 22 ヹ 厚生労働省調べ） 

（２）個ヽ型の加入ㄉ数の推移 
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（平成 22 ヹ 厚生労働省調べ） 

 

 

 

 

 ヺ民ヹㄆ基ㄆ制度は、ㄋ営㄃ㄉ等（ヺ民ヹㄆの第 1 号被保険ㄉ）が、基礎ヹㄆのヿ乗せ給付を得

て、老後の所得保障の充実を図るために、ㄋらの選択により任意で加入する制度として、平成３

(1991)ヹに制度が発足しました。 

 ヺ民ヹㄆ基ㄆには、次の２種類があります。 

① 地域型ヺ民ヹㄆ基ㄆ 

都道府県ごとに、都道府県内に住所を有する 1,000 ヽ以ヿのㄉで組織されている（平成 21 ヹ

度末現在47基ㄆ） 

② 職能型ヺ民ヹㄆ基ㄆ 

全ヺ単位で、同種のㄇ㄃又は㄃務に従ㄇする 3,000 ヽ以ヿのㄉで組織されている（平成 21 ヹ

度末現在25基ㄆ） 

 

 ヺ民ヹㄆ基ㄆの給付と掛ㄆについては、各基ㄆの規約で定められており、ㄋ営㄃ㄉ等はㄋ分で給

付を選択して加入し、選択した給付と加入時のヹ齢などに基づいて定められた額の掛ㄆを支払いま

す。 

 

加入員数の推移（単位〆万ヽ） 

  平成 3ヹ度 平成 13 ヹ度 平成 14 ヹ度 平成 15 ヹ度 平成 16 ヹ度 平成 17 ヹ度 平成 18 ヹ度 平成 19 ヹ度 平成 20 ヹ度 平成 21 ヹ度 

全体 43.6 78.7 77.2 78.9 75.1 72.7 69.3 64.8 61.5 57.7 

地域型 37.1 66.0 64.7 66.3 63.1 60.9 58.0 54.2 51.2 48.0 

職能型 6.6 12.7 12.4 12.6 12.1 11.7 11.2 10.6 10.3 9.7 

 
ヺ民ヹㄆ基ㄆの給付状況（平均ヹㄆㄌ額）   

 総計 基ㄆ   連ㄊ・ 

   地域型 職能型  

ㄊ計 2.6万円 2.8万円 2.7万円 3.6万円 1.6万円 

１口目 1.3万円 1.4万円 1.3万円 1.5万円 0.8万円 

２口目以降 2.6万円 2.8万円 2.6万円 3.7万円 1.6万円 

※２口目以降については、２口目以降を受給しているㄉの平均 
 
ヺ民ヹㄆ基ㄆの老齢ヹㄆㄌ額 
加入ヹ齢 35歳０ㄌまで 45歳０ㄌまで 50歳０ㄌまで 50歳１ㄌ以降 

１口目 
２万円      1.5万円      １万円      

ヹㄆ額は加入ヹ齢 

（ㄌ単位）で異なる 

２口目（口数毎） 
１万円      ５千円      ―  

（注）基ㄆの給付は、老齢ヹㄆと遺族㄁時ㄆ（保証期間内に死亡した場ㄊ） 

６ ヺ民ヹㄆ基ㄆの現状 
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平成 21ヹ財政検証結果 

１ 平成 16ヹヹㄆ制度改正における給付と負担の見通し 
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(1) 将来推計人口（少子高齢化の状況）の前提  

「々ヷーの将来推計ヽ口（平成 18ヹ１２ㄌ推計）」を使用。 

々ㄊ計特殊㄀生率及び死亡率についてヾ位、高位、低位の３通りをそれぞれ設定。 

 

(2) 労働力率の前提 

平成 20 ヹ４ㄌにとりまとめられた「新雇用戦略」やその後の雇用政策の推進等によって

実現すると仮定される状況を想定して、独立ㄅ政法ヽ労働政策研究々研修機構「労働力需給

の推計（平成 20ヹ３ㄌ）」における「労働市場への参加が進むケース」に準拠して設定。 

 

(3) 経済前提 

  ㄈ・保障審議・ヹㄆ部・経済前提専門委員・の「平成 21 ヹ財政検証における経済前提の

範囲について（検討結果の報告）」（平成 20 ヹ 11 ㄌ 12 ヷ）および内閣府「経済財政のヾ㄄

期方針と 10 ヹ展望比較試算」（平成 21 ヹ１ㄌ）をもとに、経済ヾ位、経済高位、経済低位

の３つのケースを以下のとおり設定。 

々㄄期の経済前提（平成 28(2016)ヹ度以降）は、経済前提専門委員・における検討結果の

報告で示された範囲（※）のヾ央値をとって設定。 
※過去の実績を基礎としつつ、ヷー経済の潜在的な成㄄力の見通しや労働力ヽ口の見通し等を踏まえ、マクロ経

済に関する基ー的な関係式を用いて推計される実質経済成㄄率や利潤率を用いて、㄄期間の平均的な経済前提

の範囲を推計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※足下の経済前提（平成 27(2015)ヹ度以前）は、内閣府「経済財政のヾ㄄期方針と 10 ヹ展望比較試算」（平成 21

ヹ１ㄌ）に準拠。 

   経済ヾ位ケース〆 2010 ヹ世界経済順調回復シナリオ（ケース１〓１〓１） 

   経済高位ケース〆 2010 ヹ世界経済急回復シナリオ（ケース１〓１〓２） 

   経済低位ケース〆 世界経済底ばい継続シナリオ（ケース１〓１〓３） 

※平成 27(2015)～51(2039)ヹ度平均の実質経済成㄄率は、経済ヾ位ケースで 0.8％程度、経済高位ケースで

1.2％程度、経済低位ケースで 0.4％程度と見込まれる。 

※なお、名目運用利回りはヿ記のほか㄄期ㄆ利ヿ昇によるヺ内債券への影響を考慮して設定している。また、平

成 20(2008)ヹ度については平成 20(2008)ヹ 12 ㄌ末における株価等の状況を織り込んでいる。 

 

2005 ヹ（実績） 2055 ヹ 2005 ヹ（実績） 2055 ヹ 

㄀生高位〆 1.55 

1.26 → ㄀生ヾ位〆 1.26 

㄀生低位〆 1.06 

男〆 78.53 

ヹ 

男〆 83.67 

ヹ 女〆 85.4９ 
ヹ 

女〆 90.34 
ヹ 

男〆 84.93 ヹ 
女〆 91.51 ヹ 

男〆 82.4１ ヹ 
女〆 89.17 ヹ 

死亡低位 

死亡高位 

→ 死亡ヾ位 

２ 財政検証の諸前提 

ㄊ計特殊㄀生率 平均寿命 

㄄期の経済前提 物価ヿ昇率 賃ㄆヿ昇率 運用利回り 備考 

経済ヾ位 
ケース 

1.0 ％ 
名目 2.5 ％ 

実質 （対物価） 1.5 ％ 

名目 4.1 ％ 

実質 （対物価） 3.1 ％ 
全要素生産性ヿ昇率1.0％ 
の場ㄊの範囲のヾ央値 

経済高位 
ケース 

1.0 ％ 
名目 2.9 ％ 

実質 （対物価） 1.9 ％ 

名目 4.2 ％ 

実質 （対物価） 3.2 ％ 
全要素生産性ヿ昇率1.3％ 
の場ㄊの範囲のヾ央値 

経済低位 
ケース 

1.0 ％ 
名目 2.1 ％ 

実質 （対物価） 1.1 ％ 

名目 3.9 ％ 

実質 （対物価） 2.9 ％ 
全要素生産性ヿ昇率0.7％ 
の場ㄊの範囲のヾ央値 
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(4) その他の前提 

々ヿ記の前提の他、制度の運営実績に基づいた諸前提（障害ヹㄆの発生率等）が用いられて

いる。これらの諸前提は、被保険ㄉ及びヹㄆ受給ㄉ等の直近の実績データ等を基礎として

設定している。 

 々基礎ヹㄆの２分の１をヺ庫で負担することとしている。 

 
 

 

 

 

  

 

（備考） 

前提〆 基ーケース 

㄀生〆ヾ位ケース 

死亡〆ヾ位ケース 

経済〆ヾ位ケース 

㄄期の経済前提 

物価ヿ昇率 1.0％ 

賃ㄆヿ昇率 2.5％ 

運用利回り 4.1％ 

マクロ経済スライド 

調整開始ヹ度 

平成 24 ヹ（2012）ヹ度 

調整終了ヹ度 

平成 50 ヹ（2038）ヹ度 

最終的な所得代替率 

50.1％ 

（平成 50 ヹ（2038）ヹ度以降） 

 

 

収入合計 収支 年度末 積立

保険料率 積立金

（対総報酬）
保険料
収　入

国庫負担
基礎年金
拠 出 金

差引残 （21年度価格） 度合

平成 (西暦) ％ 兆円 兆円 兆円 兆円 兆円 兆円 兆円

21 (2009) 15.704 34.9 23.8 7.2 35.8 13.1 -0.9 144.4 4.1
22 (2010) 16.058 35.0 24.7 7.4 36.7 13.5 -1.7 141.1 3.9
23 (2011) 16.412 36.7 26.2 7.5 37.8 13.9 -1.1 141.7 3.8
24 (2012) 16.766 38.5 27.6 7.8 39.2 14.4 -0.7 141.3 3.6
25 (2013) 17.120 40.4 28.9 8.1 40.4 15.0 -0.1 138.3 3.5
26 (2014) 17.474 42.5 30.3 8.4 41.3 15.7 1.2 135.4 3.4

27 (2015) 17.828 44.8 31.7 8.7 42.6 16.3 2.1 132.5 3.3

32 (2020) 18.30 53.3 36.9 9.4 45.7 18.1 7.6 140.6 3.6

37 (2025) 18.30 59.5 40.8 9.9 48.6 19.2 10.9 158.5 4.3

42 (2030) 18.30 66.1 44.5 10.4 52.3 20.5 13.8 181.0 5.2

52 (2040) 18.30 78.5 49.1 12.8 67.3 25.5 11.2 207.5 6.0

62 (2050) 18.30 90.4 54.1 16.0 82.9 31.9 7.5 197.3 6.0

72 (2060) 18.30 101.2 59.8 18.8 97.6 37.6 3.6 170.8 5.7

82 (2070) 18.30 109.6 65.2 21.7 112.8 43.4 -3.3 133.1 5.0

92 (2080) 18.30 116.7 72.4 23.9 124.2 47.8 -7.5 93.1 4.1

102 (2090) 18.30 123.9 81.2 26.1 135.6 52.3 -11.7 58.8 3.1

112 (2100) 18.30 129.9 90.7 28.9 149.8 57.8 -19.9 28.0 1.8

117 (2105) 18.30 132.4 96.2 30.4 157.5 60.8 -25.1 13.2 1.0

（注１）「積立度合」とは、前年度末積立金の当年度の支出合計に対する倍率である。

（注２）「21年度価格」とは、賃金上昇率により、平成21(2009)年度の価格に換算したものである。

（注３）厚生年金基金の代行部分を含む、厚生年金全体の財政見通しである。

（注４）「出生率：中位ケース」では、平成67(2055)年度における合計特殊出生率を1.26としている。

（注５）「死亡率：中位ケース」では、平成67(2055)年度における平均寿命を、男子は83.67年、女子は90.34年としている。

10.3 247.2

5.8 132.4

22.6 561.3

20.3 502.5

16.6 406.4

16.5 417.1

20.2 507.7

22.5 562.5

6.8 172.5

8.6 219.9

11.1 284.2

3.1 140.8
3.6 142.0

4.1 144.2

2.5 142.6
2.7 141.6
2.8 140.9

2.1 144.4

運用収入
積立金

兆円 兆円

厚 生 年 金 の 財 政 見 通 し　（平成２１年財政検証）

　支出合計 年度末
年度

○ 基本ケース（人口は出生中位（死亡中位）、経済中位ケース）

３ 厚生ヹㄆの財政見通し 
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（備考） 

前提〆 基ーケース 

㄀生〆ヾ位ケース 

死亡〆ヾ位ケース 

経済〆ヾ位ケース 

㄄期の経済前提 

物価ヿ昇率 1.0％ 

賃ㄆヿ昇率 2.5％ 

運用利回り 4.1％ 

マクロ経済スライド 

調整開始ヹ度 

平成 24 ヹ（2012）ヹ度 

調整終了ヹ度 

平成 50 ヹ（2038）ヹ度 

 
 
 
 

 

 

 

  

支出合計 収支 年度末 年度末 積立 
保険料月額 積立金 

（注１） 保険料 
収 入 運用収入 国庫負担 基礎年金 

拠 出 金 
差引残 積立金 （21 年度価格） 度合 

平成 (西暦) 円 兆円 兆円 兆円 兆円 兆円 兆円 兆円 兆円 兆円 
21 (2009) 14,700 4.8 2.2 0.1 2.4 4.7 4.5 0.1  10.0 10.0 2.1 
22 (2010) 14,980 4.9 2.2 0.2 2.5 4.7 4.5 0.2  10.2  10.1 2.1 
23 (2011) 15,260 4.9 2.2 0.2 2.5 4.7 4.5 0.1  10.3  10.3 2.2 
24 (2012) 15,540 4.9 2.2 0.2 2.5 4.8 4.6 0.1  10.4  10.5 2.1 
25 (2013) 15,820 5.1 2.3 0.2 2.6 5.0 4.8 0.1  10.5  10.3 2.1 
26 (2014) 16,100 5.4 2.4 0.3 2.7 5.2 5.0 0.1  10.7  10.2 2.0 

27 (2015) 16,380 5.7 2.5 0.3 2.8 5.4 5.2 0.2  10.9  10.0 2.0 

32 (2020) 16,900 6.6 2.9 0.5 3.2 6.1 5.9 0.5  13.0  10.6 2.0 

37 (2025) 16,900 7.3 3.2 0.6 3.5 6.6 6.4 0.7  16.3  11.7 2.4 

42 (2030) 16,900 8.0 3.4 0.8 3.8 7.1 6.9 0.9  20.6  13.1 2.8 

52 (2040) 16,900 9.5 3.6 1.2 4.7 8.7 8.5 0.8  29.9  14.9 3.4 

62 (2050) 16,900 11.5 4.0 1.5 6.0 10.9 10.8 0.5  36.6  14.2 3.3 

72 (2060) 16,900 13.3 4.4 1.6 7.2 13.0 12.9 0.3  40.6  12.3 3.1 

82 (2070) 16,900 14.7 4.8 1.6 8.2 14.8 14.7 -0.2  40.8  9.7 2.8 

92 (2080) 16,900 16.0 5.4 1.5 9.1 16.4 16.2 -0.4  37.8  7.0 2.3 

102 (2090) 16,900 17.3 6.1 1.3 9.9 17.9 17.8 -0.6  33.0  4.8 1.9 

112 (2100) 16,900 18.7 6.7 1.0 10.9 19.7 19.6 -1.0  25.1  2.8 1.3 

117 (2105) 16,900 19.5 7.2 0.8 11.5 20.7 20.6 -1.2  19.5  1.9 1.0 

（注１）保険料月額は国民年金法第８７条第３項に規定されている保険料の額（平成 16 年度価格）を示している。実際の保険料の額は、 
   平成 16 年改正後の物価、賃金の伸びに基づき改定されるものであり、平成 21(2009)年度における保険料の額は月額 14,660 円である。 
（注２）「積立度合」とは、前年度末積立金の当年度の支出合計に対する倍率である。 
（注３）「21 年度価格」とは、賃金上昇率により、平成 21(2009)年度の価格に換算したものである。 
（注４）「出生率：中位ケース」では、平成 67(2055)年度における合計特殊出生率を 1.26 としている。 
（注５）「死亡率：中位ケース」では、平成 67(2055)年度における平均寿命を、男子は 83.67 年、女子は 90.34 年としている。 

国 民 年 金 の 財 政 見 通 し （平成２１年財政検証） 

○ 基本ケース（人口は出生中位（死亡中位）、経済中位ケース） 

 収入合計 
年度 

４ ヺ民ヹㄆの財政見通し 
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㄀生ヾ位、経済低位
50％

（平成50(2038)ヹ度以降）
47.1％

（平成55(2043)ヹ度以降）

㄀ 生 率

基ーケース
㄀生ヾ位、経済ヾ位

50.1％
（平成50(2038)ヹ度以降）

（注１）図ヾの数字は最終的な所得代替率の見通しを示している。（ ）内は所得代替率が50％に達した後、仮に、機械的にマク
ロ経済スライドの適用を続けて財政を均衡させた場ㄊの数値。

（注２）ヿ記における死亡率の前提はいずれも死亡ヾ位の場ㄊ。㄀生ヾ位、経済ヾ位ケースにおける最終的な所得代替率は、死亡
高位の場ㄊ52.3％（平成47(2035)ヹ度以降）、死亡低位の場ㄊ47.9％（平成53(2041)ヹ度以降、仮に機械的にマクロ経済スラ
イドの適用を続けて財政を均衡させた場ㄊ）の見通しである。
（注３）マクロ経済スライドの適用開始ヹ度は、経済ヾ位ケース、経済高位ケースで平成24(2012)ヹ度、経済低位ケースで平成
26(2014)ヹ度の見通し。

㄀生低位、経済ヾ位
50％

（平成48(2036)ヹ度以降）
46.9％

（平成53(2041)ヹ度以降）

㄀生低位、経済低位
50％

（平成47(2035)ヹ度以降）
43.1％

（平成60(2048)ヹ度以降）

㄀生ヾ位、経済高位
50.7％

（平成49(2037)ヹ度以降）

高

位

低

位

㄀生高位、経済高位
54.6％

（平成44(2032)ヹ度以降）

㄀生高位、経済ヾ位
53.9％

（平成45(2033)ヹ度以
降）

経

済

前

提

給付水準の将来見通し（平成21ヹ財政検証結果）

厚生ヹㄆの標準的なヹㄆの給付水準（所得代替率）の見通し

中

位

低 位 高 位ヾ 位

㄀生高位、経済低位
51.5％

（平成50(2038)ヹ度以降）

㄀生低位、経済高位
50％

（平成48(2036)ヹ度以降）
47.5％

（平成52(2040)ヹ度以降）

 

 

 

５ 給付水準の将来見通し 

 

６ ヹㄆ額及び所得代替率の見通し（標準世帯） 
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旧ㄈ・保険庁では、平成 16（2004）ヹ 11

ㄌ 26 ヷの「緊急対応プログラム」、平成 17

（2005）ヹ 9 ㄌ 27 ヷの「㄃務改革プログラ

ム」の策定々実施等を通じて、㄃務処理方法の

見直しとこれを支える組織作りを車の両輪とし

て進めてきましたが、ㄈ・保険ㄇ㄃の安定的な

運営を図るためには、対症療法的な改善に止ま

らず、ヺ民の不信を招いた構造問題を㄁掃する

ための改革が不可欠となっていました。 

 平成 16 ヹ 8 ㄌに設けられた内閣官房㄄官主

宰の「ㄈ・保険庁の在り方に関する有識ㄉ・議」

及び平成 17 ヹ 7 ㄌに設けられた厚生労働ヸ臣

主宰の「ㄈ・保険新組織の実現に向けた有識ㄉ

・議」で取りまとめた方針等に沿って、旧ㄈ・

保険庁の解体的㄀直しを内容とするㄈ・保険庁

改革二法案が平成 18（2006）ヹにヺ・に提㄀

されましたが、法案審議の時期に、各地の旧ㄈ

・保険ㄇ務所においてヺ民ヹㄆ保険料免除等の

不適正ㄇ務処理がㄅわれていた問題が明らかに

なり、再びヺ民のヸきな不信感を招くㄇ態とな

るヾ、同法案は審議未了廃案となりました。 

 その後、規律の回復とㄇ㄃の効率化を更に徹

底すべきとのヺ民の声を受け止めて改めて検討

した結果、新たに非公務員型の公法ヽとして

「ヷーヹㄆ機構」を設立することとしました。

これらを内容とするㄈ・保険庁改革関連法案

（「ヷーヹㄆ機構法案」及び「ヺ民ヹㄆㄇ㄃等

の運営の改善のためのヺ民ヹㄆ法等の㄁部を改

１ ヷーヹㄆ機構の設立（ㄈ・保険庁改革等の経緯） 

ヷーヹㄆ機構 
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正する法律案」）が平成 19（2007）ヹ 3 ㄌに

第 166 回通常ヺ・に提㄀され、平成 19 ヹ 6

ㄌに可決々成立しました。ヿ記法案の成立を受

け、平成 22（2010）ヹ 1 ㄌ 1 ヷ、政府が管

掌する公的ヹㄆㄇ㄃の運営を担う非公務員型の

公法ヽであるヷーヹㄆ機構が設立されました。

 

 

 

 

ヷーヹㄆ機構の㄃務運営については、毎ヹ度

の運営とともにヾ期的な目標に基づく運営の視

点が重要であることから、ヷーヹㄆ機構法に基

づき、2010（平成22）ヹ１ㄌに、厚生労働ヸ

臣が「ヷーヹㄆ機構ヾ期目標」（期間〆2010

（平成22）ヹ１ㄌ１ヷから2014（平成26）ヹ

３ㄌ31ヷまでの４ヹ３かㄌ）を定め、ヾ期目

標に基づきヷーヹㄆ機構が作成した「ヷーヹㄆ

機構ヾ期計画」を認可している。ヾ期計画にお

いては、①ヹㄆ記録問題への対応に関するㄇ項、

②提供するサービスその他の㄃務の質の向ヿに

関するㄇ項、③㄃務運営の効率化に関するㄇ項、

④㄃務運営に関する公正性及び透明性の確保そ

の他㄃務運営に関する重要ㄇ項等を定めており、

公的ヹㄆのㄇ㄃運営を計画的にㄅっています。

２ ヷーヹㄆ機構のヾ期目標及びヾ期計画 
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ヷーヹㄆ機構においては、その発足に伴い

お客様の立場に立ったサービスを提供するた

め、「ヹㄆについて分かりやすく丁寧にご説

明する」、「来所相談や電話でのお問いㄊわせ

には迅速にお答えする」、「お待たせ時間の短

縮に努める」、「お客様のご意見々ご要望を積

極的にサービス改善につなげる」、「迅速な対

応により、正しく確実に、できるだけ早くヹ

ㄆをお届けする」、「お誕生ㄌの『ねんきん定

期便』の送付を始め、ヹㄆ情報提供サービス

を充実する」、「お客様の情報をしっかり管理

する」など、お客様サービスの基ー方針とし

て『お客様へのお約束 10か条』を掲げ、職

員全員がその実現に努めています。

３ ヷーヹㄆ機構におけるお客様サービスの基ー方針 



 

 

 

 

４ 国民年金の保険料免除 


